
 

令和７年度 第２回 直江津区地域協議会 
 

 次 第 
 

日時：令和7年5月21日（水）午後5時～     

会場：レインボーセンター 3階 第三会議室  

         

 
 

１ 開  会 

 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

 

３ 議  題 

【自主的な審議】 

    ・地域ぐるみの防災活動の推進について 

    ・地域自治推進プロジェクトにおける各検討項目の方策案等の勉強会について 

   

 

 

４ そ の 他 

・次回地域協議会 

 令和７年６月１８日（水）午後６時３０分～ レインボーセンター 

 

 

 

５ 閉  会 



令和6年能登半島地震

津波災害対応の検証について（概要）

課
題
の
抽
出

検証にあたっては､「災害対策本部が収集した情報」､「避難所初動対応
職員からの聞取り内容」､「町内会へのアンケート調査」､「沿岸部町内
会との意見交換」等の対応を通じて得られた6つの課題を抽出し､「情報
発信」と「住民避難」の視点から必要となる取組を整理しました。

（1）情報発信

○「原則徒歩避難」がなされなかった

○避難行動要支援者の避難支援の準備が不足

課題② 沿岸部では、避難行動要支援者の
避難支援が困難な事例があった

○避難所初動職員の居住地が避難所から遠い

○施設の鍵が共有化されていない

○避難所開設の基本ルールが共有されていない

住民避難

○現地確認に要する人員の不足

○現地確認等に有用なシステムの未整備

○きめ細かな情報発信の不足

課題⑥ 防災行政無線による避難の呼びか
けを受けた外国人や市外からの来
訪者が、避難の必要性や、どこに
避難すれば判断することが難しか
った

課
題
に
対
す
る
取
組
み

① 周知啓発の強化

○広報じょうえつへの掲載

○ハザードマップの着色に基づいた

避難行動を周知

② 情報伝達の改善・強化

○発信内容・対象者の明確化

○適時な情報発信

○情報発信ツールの強化

② 津波避難の検討

○沿岸部住民との意見交換

○避難方法を検討するワークショップ

③ 避難所開設・運営の円滑化

○避難所関係者間の連携促進

○避難所開設・運営訓練の実施

上越市防災危機管理部（市民安全課、危機管理課）

課題① 津波を恐れ多数の人が車で避難し、
道路が渋滞した

○避難行動、ハザードマップの周知不足

○自主防災組織でのハザードマップの活用不足

○分かりやすい情報発信の不足

課題③ 避難所開設前に避難者が到着した
避難所があった

課題④ 発災後の情報不足を訴える避難者
がいた

○災害対策本部と避難所間の情報共有不足

○きめ細かな情報発信の不足

○自助の取組に対する理解・浸透の不足

課題⑤ 発災日において、避難所外避難者
の状況が詳細に把握できなかった

① 全市域における避難方法の理解促進

○防災アドバイザーの派遣

○防災士の養成

④ 避難所外避難者の避難状況の把握

○新潟県の避難者支援システムの活用

（2）

▼ 広報上越（2025年2月号） ▼
「津波災害から身を守る行動を」
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１ 検証の趣旨 

 

・令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震は、石川県で最大震度7を記録し、

多くの方々が犠牲になるなど、北陸地方や本県に甚大な被害をもたらした。 

・当市においても、最大震度5強を観測するとともに、津波警報が発令され、船見公園

では遡上高が5.9ｍに達する津波が発生した。 

・また、地震による強い揺れや沿岸部での津波によって、1,700 棟を超える建物被害

が確認されたほか、国道8号を始めとする国・県・市道、ライフラインである上下水

道、さらには直江津港や漁港など、数多くの基幹的インフラ施設に被害が生じるこ

ととなった。 

・このように、今回の地震では、過去の中越沖地震や、長野県北部地震における被害

の状況等とは異なり、地震と津波が同時に発災したことが大きな特徴となっている。 

・そして、防災行政無線やテレビ放送等の避難の呼びかけに呼応して、津波発生直後、

内陸部に向かう車で交通渋滞が発生するといった課題が顕在化するなど、時間的猶

予がなく、速やかな対応が求められる津波発生時の情報発信や住民避難の在り方等

に課題を残すこととなった。 

・このため、この度の検証では、当市が初めて経験した津波災害に焦点を当て、当時

の初動対応や応急対策を振り返りつつ、そこで見い出した新たな気付きを今後の災

害対応に反映していくことによって、災害に強いまちづくりを推進していくものと

する。 
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２ 検証方法 

⑴ 検証項目 

・今回の検証では、当市が初めて経験した津波災害への対応に焦点を当て、令和 6年

2月の市議会全員協議会資料1で示した通り、主に「情報発信」と「住民避難」の視

点から検討を行うこととした。 

 

⑵ 検証手順 

・検証に当たっては、今回の地震における各種の対応について、庁内での議論を進め

ていくとともに、町内会や自主防災組織、関係機関との間で、一連の対応を振り返

り、それぞれが持ち合わせる様々な情報や課題認識を共有した上で、課題の抽出と

要因の分析を行い、その結果に基づき、今後採るべき方策の検討・整理を進めた。 

 

① 発災日の振り返りと主な課題の抽出 

・災害対策本部において収集した各種情報のほか、（ア）避難所初動対応職員からの

聴き取り結果、（イ）町内会へのアンケート結果、（ウ）沿岸部町内会との意見交換

を通じて得られた情報から発災日の状況の整理を行った。 

・その中で把握することができた事象のうち、今回の津波災害により顕在化したもの

を集約し、主たる課題と位置付けることとした。 

（ア）避難所初動対応職員からの聴き取り結果 

調査期間 ･･･ 令和 6年 1月 22 日（月）～1月 26日（金） 

調査対象 ･･･ 避難所開設に携わった職員 366人 

調査内容 ･･･ 指定避難所の開設・運営する上で見られた課題等 

（イ）町内会へのアンケート結果 

対象町内会 ･･･ 821町内会 

回答数  ･･･ 799町内会（回答率 97.3％） 

調査期間 ･･･ 令和 6年 1月 23日（火）～2月 9日（金） 

調査内容 ･･･ 今回の災害における各町内会の取組状況や課題等 

（ウ）沿岸部町内会との意見交換会 

対象町内会 ･･･ 沿岸部9地区263町内会 

調査期間等   ･･･ 令和 6年 3月 26 日（火）から 6月 4日（火）までの間で

9回開催 

参加者  ･･･ 町内会長、防災担当（防災士等） 

意見交換内容 ･･･ 情報発信、避難行動、指定緊急避難場所の状況等 

 ※ 上記（ア）から（ウ）の詳細の内容は、資料編に記載 

・上記において集約した課題のほか、令和 6 年 2月の市議会全員協議会及び令和 6年

3 月市議会定例会での質疑の内容等を精査し、今後の災害対応に生かしていく観点

から分析が必要と考えられるものを、その他の課題と位置付けることとした。 

                         
1 資料編 P46～47参照 
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② 課題の要因分析 

・①において位置付けた課題ごとに、その要因の分析を行った。 

 

③ 分析結果を踏まえた取組方向 

・②において分析した結果に基づき、必要となる取組の柱を定めるとともに、直ちに

実施する施策・事業と、中長期的に対応する取組を整理することとした。 
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３ 能登半島地震の概要 

⑴ 本震の状況等 

〇本   震：令和 6年 1月 1日（月） 16時 10分頃 

 〇発生場所：石川県能登地方（輪島の東北東 30km付近）震源の深さ 16km 

 〇規   模：マグニチュード 7.6 

 〇市内の震度 

震度 観 測 地 

5強 木田、柿崎区、頸城区、吉川区、三和区 

5弱 安塚区、牧区、大潟区、中郷区、板倉区、名立区 

4 浦川原区、大島区、清里区 

※参考：最大震度 7（石川県志賀町）、震度 6弱（長岡市） 

○当日の天候：晴 

 ○市内の積雪状況：高田特別地域気象観測所 12㎝（大手町） 

浦川原区総合事務所  19㎝（浦川原区釜淵） 

〇災害救助法の適用：1月 1日（月） 22 時に適用 

 〇激甚災害及び特定非常災害の指定：1月 11日（木）に閣議決定 

 〇市内の津波 

日時 内  容 

1日(月) 16 時 12分 津波警報の発令 

16時35分頃 市内の海岸沿線各所における津波の到達 

【市内で確認した津波到達地区】 

港町 1丁目、船見公園、郷津浜、谷浜、大潟漁港、柿崎漁港、

名立漁港 

【関川の津波遡上】 

国土交通省高田河川国道事務所（1月 10日発表） 

・16時 35分頃に第 1波が関川を遡上 

・河口から約 5㎞、関川支流の保倉川で約 1.6㎞まで遡上 

・津波が堤防を越えて浸水したのは、関川右岸の保倉川合流

地点より河口側の港町 1丁目付近 

【遡上高】 

気象庁（1月 26日発表） 

・船見公園における遡上高 5.8ｍ  

※9月 11日（水）遡上高を 5.9ｍに訂正 
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⑵ 余震の状況 

〇主な余震：令和 6年 1月 9日（火） 17時 59分頃 

〇発生場所：新潟県佐渡付近 深さ 10km 

〇規   模：マグニチュード 6.0 

〇市内の震度 

震度 観 測 地 

4 木田、安塚区、大潟区      

3 浦川原区、大島区、牧区、柿崎区、頸城区、吉川区、中郷区、板倉区、 

清里区、三和区、名立区 

※参考：最大震度 5弱（長岡市） 
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４ 発災後の対応状況 

⑴ 市の災害対策本部の動き 

日 時 内   容 

1日(月) 16時 10分 上越市地震災害対策本部を設置2 

〃 18時 30分 
第 1回上越市地震災害対策本部会議 

（1.状況の確認、2.各関係機関からの報告、3.本部長指示） 

2日

(火) 
11時 00分 

第 2回上越市地震災害対策本部会議 

（1.現在の状況、2.今後の気象見通し、3.今後優先すべき対応、 

4.本部長指示） 

3日

(水) 
15時 00分 

第 3回上越市地震災害対策本部会議 

（1.現在の状況、2.今後の気象見通し、3.市民生活への支援、 

4.本部長指示） 

16 日

(火) 
15時 00分 

第 4回上越市地震災害対策本部会議 

（1.現在の状況、2.市民生活への支援、3.その他の対応状況、 

4.今後の気象見通し、5.本部長指示） 

 

⑵ 情報発信の状況 

・地震、津波等に関連する情報について、防災行政無線や防災ラジオ、安全メール、

市公式ＳＮＳ、市ホームページ及び報道機関を通じた周知など、様々な伝達手段を

用いて市民への情報発信を実施 

 

① 地震、津波及び避難に関する主な発信 

日 時 内   容 

1日(月) 16時 10分 気象庁…緊急地震速報発表 

〃 16時 10分 上越市で最大震度 5強を観測 

〃 16時 10分 防災行政無線（自動起動）…緊急地震速報（Jアラート）を発表 

〃 16時 12分 気象庁…津波警報発表（新潟県上中下越） 

〃 16時 13分 防災行政無線（自動起動）…津波警報（Jアラート）を発表 

〃 16時 38分 

防災行政無線（市職員）…緊急一括放送※ 

※緊急一括放送：屋外拡声子局、戸別受信機、防災ラジオ、ケ

ーブルテレビ及び有線放送等に一斉に配信 

【内容】津波からの避難と火災防止を周知 

〃 17時 07分 
防災行政無線（市職員）…緊急一括放送 

【内容】津波からの避難と火災防止を再周知 

〃 17時 58分 
安全メール・ＳＮＳ…避難情報の配信 

【内容】全避難所開設、津波警報、避難周知 

〃 18時 08分 気象庁…緊急地震速報発表 

〃 18時 08分 上越市で最大震度 4を観測 

〃 18時 09分 防災行政無線（自動起動）…緊急地震速報（Jアラート）を発表 

                         
2 令和 6年 3月 18日（月）8時 30分に警戒本部に移行、5月 31日（金）17時 15分に廃止 
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日 時 内   容 

1日(月) 19時 45分 
市ホームページに地震関連情報を一元化したページを開設。以

降、最新情報を随時掲載 

〃 20時 12分 

安全メール・ＳＮＳ、報道機関への情報提供 

【内容】国道 8号通行止め情報、避難所開設情報、津波警報、

避難周知 

〃 21時 08分 
防災行政無線（市職員）…緊急一括放送 

【内容】津波警報発令中、避難継続を周知 

〃 21時 12分 
安全メール・ＳＮＳ…避難情報の配信 

【内容】津波警報発令中、避難継続を周知 

2日(火) 1時 15 分 気象庁…津波警報から津波注意報へ切替え 

〃 10時 00分 気象庁…津波注意報解除 

〃 14時 02分 

安全メール・ＳＮＳ、報道機関への情報提供…避難所閉鎖情報

の配信 

【内容】津波注意報解除、上越市総合体育館を除き順次閉鎖 

3日(水) 19時 30分 

報道機関への情報提供…避難所閉鎖情報の配信 

【内容】上越市総合体育館 17 時閉鎖、罹災証明書の発行、災害

ゴミの出し方と費用を周知 

〃 20時 23分 

安全メール・ＳＮＳ…避難所閉鎖情報の配信 

【内容】上越市総合体育館 17 時閉鎖、罹災証明書の発行、災害

ゴミの出し方と費用を周知 

7日(日) 15時 34分 

安全メール・ＳＮＳ…大雪対応による避難所開設情報の配信 

【内容】15 時 30 分開設：上越市総合体育館、ユートピアくび

き希望館 

〃 15時 36分 

報道機関への情報提供…大雪対応による避難所開設情報の配信 

【内容】15 時 30 分開設：上越市総合体育館、ユートピアくび

き希望館 

〃 15時 44分 

防災行政無線（市職員）…大雪対応による避難所開設情報の配信 

【内容】15 時 30 分開設：上越市総合体育館、ユートピアくび

き希望館（戸別受信機への配信のみ） 

〃 16時 12分 気象庁…大雪警報発表 

8日(月) 8時 20 分 気象庁…大雪警報解除 

〃 9時 46 分 

安全メール・ＳＮＳ…大雪対応の避難所閉鎖情報の配信 

【内容】9時 15分閉鎖：上越市総合体育館、ユートピアくびき

希望館 

〃 10時 03分 

防災行政無線（市職員）…大雪対応の避難所閉鎖情報の配信 

【内容】9時 15分閉鎖：上越市総合体育館、ユートピアくびき

希望館（戸別受信機への配信のみ） 

〃 10時 03分 

報道機関への情報提供…大雪対応の避難所閉鎖情報の配信 

【内容】9時 15分閉鎖：上越市総合体育館、ユートピアくびき

希望館 

9日(火) 17時 59分 気象庁…緊急地震速報発表 
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日 時 内   容 

9日(火)  17時 59分 上越市で最大震度 4を観測 

〃 17時 59分 防災行政無線（自動起動）…緊急地震速報（Jアラート）を発表 

〃 18時 16分 
防災行政無線（市職員）…緊急一括放送 

【内容】地震発生・津波への注意喚起（津波警報等の発表はなし） 

〃 18時 17分 
安全メール・ＳＮＳ…地震発生情報の配信 

【内容】地震発生・津波への注意喚起（津波警報等の発表はなし） 

〃 18時 45分 

防災行政無線（市職員）…避難所開設情報の配信 

【内容】18 時 40 分開設：上越市総合体育館、ユートピアくび

き希望館（戸別受信機への配信のみ） 

〃 18時 49分 

安全メール・ＳＮＳ…避難所開設情報の配信 

【内容】18 時 40 分開設：上越市総合体育館、ユートピアくび

き希望館 

〃 18時 54分 

報道機関への情報提供…避難所開設情報の配信 

【内容】18 時 40 分開設：上越市総合体育館、ユートピアくび

き希望館 

10 日

(水) 
9時 14 分 

防災行政無線（市職員）…避難所閉鎖情報の配信 

【内容】8時 30分閉鎖：上越市総合体育館、ユートピアくびき

希望館（戸別受信機への配信のみ） 

〃 9時 18 分 

安全メール・ＳＮＳ…避難所閉鎖情報の配信 

【内容】8時 30分閉鎖：上越市総合体育館、ユートピアくびき

希望館 

〃 9時 29 分 

報道機関への情報提供…避難所閉鎖情報の配信 

【内容】8時 30分閉鎖：上越市総合体育館、ユートピアくびき

希望館 

 

⑶ 避難所の開設状況 

① 地震発災時（1月 1 日（月）～3日（水）） 

区 分 
避難所数 

最大避難者数 最終閉鎖日時 
 うち受入施設数 

指定避難所 125施設 99 施設 9,920 人 3日 17時 00分 

福祉避難所 97施設 17 施設 110 人 2日 15時 20分 

合 計 222施設 116 施設 10,030 人  

   ※ 震度 5弱以上で避難所は自動開設 

   ※ ガラスを割って開設した避難所 7施設 

    直江津小学校、直江津南小学校、旧古城小学校、カルチャーセンター、 

有田小学校、八千浦小学校、八千浦中学校 

   ※ 福祉避難所の避難者数は要支援者以外の介助者等を含む。 

【参考】ペットの同行（同伴）避難 

 総合体育館など 43施設で、犬や猫、うさぎ及びインコ等の同行避難 
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② 大雪警報発令時（1 月 7 日（日）～8日（月）） 

区 分 最大避難者数 開設日時 閉鎖日時 

上越市総合体育館 1世帯、1人 7日 15時 30分 8日 9時 15分 

ユートピアくびき希望館 1世帯、2人 7日 15時 30分 8日 9時 15分 

 

③ 余震発災時（1月 9 日（火）～10 日（水）） 

区 分 最大避難者数 開設日時 閉鎖日時 

上越市総合体育館 1世帯、1人 9日 18時 45分 10日 8時 30分 

ユートピアくびき希望館 避難者なし 9日 18時 45分 10日 8時 30分 

 

⑷ 発災日（1月 1日（月））における市職員の参集状況 

① 指定避難所 

・16 時 10 分頃に市内で震度 5 強を観測し、津波警報が発表されたことを受け、市

内全ての指定避難所を開設した。 

・16時 30分時点で 46か所（36.8％）、17 時時点で 108か所（86.4％）、17時 45分

までに全 125か所を開設し、市職員 321 人と町内会、施設管理者が協力しながら

避難者の安全を確保した。 

 

② 災害対策本部 

・18時 30分に第 1 回災害対策本部会議を開催し、本部長以下 25人のほか、警察・

消防・自衛隊など関係機関 7人の合計 32人が参加し（本部長は WEB参加）、市内

の被災状況や初動対応等の情報を共有するとともに、人命を最優先に、市民や職

員の安全を確保しながら迅速に対応することを確認した。 

 

③ 参集した正規職員の実人数                  ＜単位：人＞ 

区分 市長部局等 ガス水道局 合計 

管理職員 121 10 131 

管理職員以外 1,008 99 1,107 

参集職員 1,129 109 1,238 

職員数（1/1 現在） 1,619 131 1,750 

参集率 69.7％ 83.2％ 70.7％ 
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⑸ 令和6年能登半島地震連絡調整会議の開催 

① 開催日等 

日時：令和6年2月16日（金） 10時から11時30分まで 

場所：上越市役所401会議室 

② 目的 

能登半島地震の災害復旧状況について、関係機関で情報共有するとともに、今回

の津波と今後の想定される津波等についての理解を深めるため、学識経験者、関係

機関から意見を聴取する。 

③ 構成メンバー 

  構成団体 

（機関）名 
担当部署 氏名 

1 新潟大学 災害・復興科学研究所  所長・教授 卜部 厚志 氏 

2 国土交通省 高田河川国道事務所  所長 安達 志郎 氏 

3 気象庁 新潟地方気象台 
地震津波火山防災情報調整官 

相川 達朗 氏 

4 新潟県 防災局防災企画課 課長 堀川 健一 氏 

5 新潟県 上越地域振興局 局長 鴻江 孝雄 氏 

6 新潟県 上越地域振興局地域整備部 部長 斎藤 龍夫 氏 

7 新潟県 上越地域振興局妙高砂防事務所 所長 逢坂 康之 氏 

8 新潟県 上越地域振興局直江津港湾事務所 所長 長尾 聡 氏 

9 上越市   市長 中川 幹太 

10 上越市 防災危機管理部  部長 市川 重隆 

④ 会議の概要 

ア 議題 

・各機関から被災状況及び復旧状況の説明 

・今回の津波と今後想定される津波等について 

・意見交換 

イ 会議のまとめ（概要） 

・能登半島地震の発生後、「割れ残り」という言葉と共に、佐渡西方沖にある F42

断層が動く可能性や津波の規模に関する情報が報道された。 

・当市が津波ハザードマップで想定している津波は、上越・糸魚川沖にある F41

断層が引き起こす、マグニチュード 7.6 の地震による最大規模で最悪の被害と

なる津波であり、仮に「割れ残り」と報道された F42断層を震源とする地震が

発生したとしても、津波の到達時間や浸水深は、当該ハザードマップの想定を

超えるものではない。 

・車での避難が必要な方への支援方法について、具体的に検討を進めるとともに、

市民への情報発信を強化し、不安を解消できるよう努める。 
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５ 発災日の振り返りと主な課題の抽出 

・発災日当日の市内の主な状況について、○a 災害対策本部において収集した情報のほ

か、○b 避難所初動対応職員からの聴き取り結果3、○c 町内会へのアンケート結果4、

○d 沿岸部町内会との意見交換会5を通じて把握した内容を整理し、市民の避難行動

と避難所運営の視点から、課題の集約を行った。 

 

⑴ 市民の避難行動 

把握した方法 把握した主な内容 集約した課題 

○a 災害対策本部にお

いて収集した情報 

・津波による浸水が想定されない地域に

居住する方も、車で避難所に避難する

行動が見られた 

・国道 18号、主要地方道上越新井線（通

称「山麓線」）において、海岸から内陸

へ向かう車線で渋滞が発生していた 

①津波を恐れ多数の人が

車で避難し、道路が渋

滞した 

○c 町内会へのアンケ

ート結果 

・テレビ報道等による津波避難の呼びか

けで、パニックになってしまった 

○d 沿岸部町内会との

意見交換会 

・車で避難する人が多く、市内幹線道路な

ど各所で交通渋滞が発生した 

○c 町内会へのアンケ

ート結果 

・避難行動要支援者の避難支援について、

上手く対応できなかった 

②沿岸部では、津波到達

までの時間的余裕がな

く、避難行動要支援者

の避難支援が困難な事

例があった 

○d 沿岸部町内会との

意見交換会 

・発災日は、避難行動要支援者であるか否

かに関わらず、住民個々の避難状況を

詳細に把握することは難しかった 

 

⑵ 避難所運営 

把握した方法 把握した主な内容 集約した課題 

○a 災害対策本部にお

いて収集した情報 

・鍵による解錠を待たずにガラスを割っ

て開設した避難所が 7施設あった 

③避難所を開設する前

に避難者が到着し、避

難所（玄関）の開錠が

間に合わなかった避

難所があった 

○b 避難所初動対応職

員からの聞き取り

結果 

・職員が到着する前に、町内会において開

設・運営が行われていた 

○c 町内会へのアンケ

ート結果 

・町内の防災士と連携して、避難所開設が

できた 

○d 沿岸部町内会との

意見交換会 

・発災後、初動対応職員が指定避難所へ速

やかに参集することができず、避難所

内での意思決定を行うことができなか

った 

                         
3 資料編 P44～45参照 

4 資料編 P48～55参照 

5 資料編 P58～59参照 
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⑶ その他 

・今年 2 月の市議会全員協議会、3 月の市議会定例会における質疑を通じて、上記⑴

及び⑵に記載した内容以外の指摘事項について、今後の災害対応に生かしていく観

点から分析が必要と考えられるものを整理し、「その他の課題」として検討を行っ

た。 

場所 主な指摘事項 

市議会全員協議会 

2月 7日（水） 

④避難した指定避難所等において、発災後の情報不足を訴える避難

者がいた 

⑤発災日において、避難所外避難者（指定緊急避難場所への避難者

等）の状況が詳細に把握できなかった 

市議会 3月定例会 

2月 28日（水）～ 

3 月 22日（金） 

⑥防災行政無線による避難の呼びかけを受けた外国人や市外から

の来訪者が、自身の避難の必要性や、どこに避難すればよいかを

判断することが難しかった 
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６ 課題の要因分析 

・前項５において集約した課題について、この間の情報収集の過程で得られた意見等

を踏まえ、情報発信及び避難行動の視点から、要因の分析を行った。 

 

⑴ 主たる課題 

【課題①】 

津波を恐れ多数の人が車で避難し、道路が渋滞した 

 

■ 要因分析 

○ 避難行動・ハザードマップの周知・啓発の不足 

・多くの市民の中に「自らの身は自ら守る」という意識があり、その意識に基づき行

動した結果、車での避難行動につながったものと推察される。 

・その背景として、市では、この間、防災ガイドブックやハザードマップを全戸配布

しているものの、防災ガイドブックや各種ハザードマップに記載されている、津波

の浸水想定区域内にいなければ、原則、避難の必要性はないことなどの「津波から

の避難に関する基本ルール（※）」の内容が市民に十分浸透していなかったものと

考えられる。 

・防災ガイドブック等の内容を確認することが、市民に習慣づいておらず、周知啓発

の不足が課題の発生要因の一つと考えられる。 

※参考「津波からの避難に関する基本ルール」 

①Ｊアラート6の緊急放送は「避難指示」であること 

②津波発生時は緊急避難場所や白地エリアへ避難すること 

③津波の浸水想定区域内にいなければ、原則、避難の必要性はないこと 

 

○ 自主防災訓練におけるハザードマップの活用不足 

・町内会（自主防災組織）へのアンケート結果を見ると、「ハザードマップで危険度を

確認していない人が多いため、本当に避難が必要な人への円滑な避難行動の観点か

らもハザードマップを学ぶ機会を設けたい」との記述が見られた。 

・市では、この間、町内会長や防災士などを対象に「防災リーダー研修」を開催し、

自主防災訓練においてハザードマップの活用を促してきたが、定着しきれておらず、

十分に活用されていないことが課題の発生要因の一つと考えられる。 

 

○ 分かりやすい情報発信の不足 

・町内会（自主防災組織）へのアンケート結果では、「防災行政無線による混乱を避け

るため、アナウンスの仕方を考えてほしい。」との記述が見受けられた。 

・発生時において、防災行政無線により発信した避難の呼びかけが、誰に向けて発信

したものなのか分かりにくく、放送を聞いた人が避難の必要性を判断しづらかった

                         
6 弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、携帯電話等に配

信される緊急速報メール、市町村防災行政無線等により、国から住民まで瞬時に伝達するシステム 
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ため、津波の浸水が想定されない区域に居住されている方も含め、多くの方々が車

で避難したものと考えられる。 

 

 

【課題②】 

沿岸部では、津波到達までの時間的余裕がなく、避難行動要支援者の避難支援

が困難な事例があった 

 

■ 要因分析 

○ 「原則徒歩での避難」がなされなかったこと 

・従来の「地域別避難行動計画」は、平成 29 年に新潟県が公表した「津波浸水想定」

に基づき、発生から短時間で到達する日本海側の津波の特徴を踏まえた上で、沿岸

部の地域住民と共に、原則徒歩で避難することとして作成してきたが、実際の津波

を経験し、より速やかに避難することの必要性を強く認識する中で、徒歩によらず

車で避難する方が多数おられた。 

 

○ 避難行動要支援者の避難支援の検討・準備が不足していたこと 

・町内会（自主防災組織）へのアンケート結果においては、「避難行動要支援者に対し

て、誰が、どんな支援が必要なのか事前に決める必要がある」、「地域の実情を踏まえ

た避難計画の作成と訓練の実施が必要」等の記述が見受けられた。 

・町内会（自主防災組織）によっては、避難行動要支援者の避難支援について、具体的

な支援方法が詳細に検討されていなかったり、防災訓練の内容に含まれていなかっ

た状況にあったものと考えられる。 

・このほか、同アンケートにおいては、資機材の整備に関する市の支援を要望する声

があり、資機材の購入が難しい町内会があることが確認できた。 

 

 

【課題③】 

避難所を開設する前に避難者が到着し、避難所（玄関）の開錠が間に合わなか

った避難所があった 

 

■ 要因分析 

○ 避難所初動対応職員の居住地と避難所の間で距離があること 

・避難所初動対応職員からの聴き取りの結果、「自宅から遠いために参集するまでに

時間が掛かること」や、「津波警報が発令されていたため、すぐに参集できなかっ

た」ことが確認された。 

・自宅と指定避難所の距離が離れていることのほか、当日の道路の渋滞の状況や、避

難所までの主要な経路において津波浸水想定区域を通過しなければならない場合

には、いつもの経路を変更して参集する必要があり、結果として時間を要したもの

と考えられる。 
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○ 施設の鍵の共有化がされていないこと 

・避難所初動対応職員からの聴き取り結果では、町内会や市職員の合鍵の所持などの

検討が必要な避難所があることが確認されたほか、町内会へのアンケート結果にお

いても、「鍵所持者の増員と保管場所等の見直しが必要」との記述が見られた。 

・避難所対応を行う関係者間において、鍵の共有化が行われていないことが課題の発

生要因として挙げられる。 

 

○ 避難所開設の基本ルールの認識共有の不足 

・町内会（自主防災組織）との間で、「津波災害時における避難所開設、運営の基本ル

ール（※）」に対する認識共有が不足していたと考えられる。 

・避難所開設・運営に関しては、市、町内会（自主防災組織）、施設管理者の間で、年

度当初に打合せを行っている。しかしながら、津波災害への対応に焦点を当てた内

容となっていなかったため、一部では、職員が参集しない場合の対処方法について

の協議・理解が不足していたことが、課題の発生要因の一つと考えられる。 

※参考「津波災害時における避難所開設、運営の基本ルール」 

①職員が避難所の初動対応に当たる際、津波浸水想定区域を通過しないと当該避

難所に到達できない場合は、当該職員は参集しない場合がある7 

②避難所初動対応職員が開設に間に合わない場合、町内会（自主防災組織）が中

心となって指定避難所における初動対応を行う 

③避難所の鍵の所在や開錠場所及び方法を関係者間（市、施設管理者、町内会（自

主防災組織））で共有しておく 

 

 

  

                         
7 災害時の職員行動マニュアルに記載 

記載内容 ･･･ 津波浸水想定区域内にある指定避難所の初動対応職員又は津波浸水想定区域を通過しないと到着でき

ない指定避難所の初動対応職員及び区参集職員）は参集先へは参集せず、警報等解除後に災害対策本

部等からの指示により行動すること 
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⑵ その他の課題 

【課題④】 

発災後の情報不足を訴える避難者がいた 

 

■ 要因分析 

○ 災害対策本部と避難所との間における情報共有不足 

・災害対策本部から避難所初動対応職員に対し、被害状況に関する情報提供ができて

いなかったことや、避難所での情報発信について、災害対策本部から適時に指示を

出していなかったことが、課題の発生要因として挙げられる。 

 

○ きめ細やかな情報発信の不足 

・市民に対し、発災後の市内の被害状況等について、きめ細かな発信ができていなか

ったことのほか、テレビが配置されていない避難所があるなど、場所によって、避

難者が情報を得るための手法がなかったことが課題の発生要因として挙げられる。 

 

○ 自助の取組に対する理解・浸透の不足 

・市が発行している防災ガイドブックやハザードマップには、災害時における情報の

取得方法について記載しているが、防災ガイドブック等の確認が市民に習慣づいて

いないこともあり、その内容が市民に十分浸透していなかったことが課題の発生要

因として考えられる。 

 

 

【課題⑤】 

発災日において、避難所外避難者（指定緊急避難場所への避難者等）の状況が

詳細に把握できなかった 

 

■ 要因分析 

○ 現地確認に要する人員の不足 

・災害が発生して間もない時間帯においては、市職員の大多数が避難所開設・運営を

含めた災害対応に従事することから、避難所外避難者の避難状況を市内全域におい

て詳細に把握することは、実務上困難な状況にある。 

・なお、津波災害の場合、指定緊急避難場所においては、その多くが津波浸水想定区

域を通過しなければ到達できない場所に存在しており、津波警報発令中の状況下に

おいて、職員による速やかな現地確認は物理的に困難な状況にある。 

 

○ 確認に有用なシステムの未整備 

・避難者側から避難状況の発信を行うことのできる双方向システムや、携帯電話等の

ＧＰＳ機能等を活用することで、個々の位置情報の把握が可能となることが考えら

れるが、現時点においては、避難所外避難の状況把握に資するシステムは有してい

ない状況にある。 
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【課題⑥】 

防災行政無線による避難の呼びかけを受けた外国人や市外からの来訪者が、自

身の避難の必要性や、どこに避難すればよいかを判断することが難しかった 

 

■ 要因分析 

○ きめ細やかな情報発信の不足 

・防災行政無線は日本語で放送されることから、外国人が即座に放送内容を理解する

ことは難しい。 

・また、土地勘のない市外からの来訪者に対し、防災行政無線による放送をもって、

適切な避難方法（滞在している場所の災害リスクを踏まえた避難行動）を伝えるこ

とは難しい状況にある。 

・市では現在、これらの課題解決に資する情報発信ツールを有していないこともあり、

外国人や市外からの来訪者においては、避難行動等の情報を間接的に入手するほか

なく、混乱される状況にあったものと考えられる。 

・このほか、津波発生時において防災行政無線により発信した避難の呼びかけが、誰

に向けて発信したものなのか分かりにくく、放送を聞いた人が避難の必要性を判断

しづらかったことも課題の発生要因として挙げられる。 
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７ 分析結果を踏まえた今後の取組 

・前項６において分析した結果に基づき、本年 2月の市議会全員協議会資料で示した

「情報発信」及び「住民避難」の視点から、必要となる取組を整理した。 

・取組の整理に当たっては、本検証の取りまとめの時点において、既に実施している

ものは「直ちに実施」と表記し、実施を検討中のものは、「継続検討」として分類し

ている。 

・なお、「直ちに実施」としたもののうち、市民の防災意識の向上に資する取組につい

ては、適宜、改善・見直しを加えながら、今後も継続実施していくものとする。 

⑴ 情報発信 

① 周知啓発の強化 

■ 今後の取組方向 

・市がこの間、市内の各家庭に防災ガイドブックや各種ハザードマップの配布を通じ

て周知してきた、自宅付近の危険度（ハザード）や災害発生前に各家庭で備えてお

くべき事柄、発生した際の対処方法等について、市民の間に十分浸透していなかっ

たものと考えられる。 

・このため、自宅付近の災害リスクや災害時における正しい避難方法を理解していた

だくことによって、道路渋滞の緩和につなげていく視点が必要である。 

・今後の対応として、上記の内容を改めて市民から理解していただけるよう啓発活動

を強化していく。 

 

■ 具体的な取組 

ア 広報上越への掲載  ★直ちに実施＋☆継続検討 

・災害発生前に各家庭で備えておくべき事柄や、発生した際の対処方法、町内会（自

主防災組織）における「共助」の必要性を周知するため啓発活動を強化した。 

【令和 6年における内容】 

・掲載回数の増：年間 3回→年間 5回（対前年比）） 

掲載号 内容 

2月号（1月 25日発行） 地震・津波発生時にとるべき避難行動の周知 

3月号（2月 25日発行） 自助（非常持出品の準備）、共助（自主防災活動）の大切

さの周知 

4月号（3月 25日発行） 令和 6 年能登半島地震連絡調整会議8の内容（割れ残りに

関する見解）、ハザードマップの重要性の周知 

8月号（7月 25日発行） 地震・津波から身を守るために（緊急放送内容の理解、沿

岸部と内陸部の避難行動）の周知 

9月号（8月 25日発行） 地震発生時における自主防災組織の取組の紹介 

・今後も広報上越への掲載とあわせて、民間の媒体の活用も検討していく。 

                         
8 関係団体（国、県）、学識経験者、市の間で構成する会議であり、復旧状況や今後の見通しの共有のほか、最新の知見

を踏まえた、津波被害から身を守るための避難行動などについて市民へ発信していくことを目的に開催したもの 
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② 情報伝達の改善・強化 

■ 今後の取組方向 

（内容・対象者の明確化） 

・津波発生時において防災行政無線により発信した避難の呼びかけが、誰に向けて発

信したものなのか分かりにくく、市民や滞在者が避難の必要性を判断しづらかった

状況を改善するため、放送内容を分かりやすいものに改めるなど、誰に対し呼びか

けているのかが分かるよう（例：沿岸部にいる方々など）に工夫・改善を図る。 

・また、安全メールや市公式ＳＮＳでの配信に当たっては、対象者が明確となるよう

な文面にしていく。 

（適時な情報発信） 

・避難後における情報不足への対処として、まずは、市民に対し、安全メール、市公

式ＳＮＳなどの情報収集ツールを用いて自ら情報を取得するよう促すとともに、災

害時においては、市内の被災状況や今後の見通しなどの情報を可能な限り発信して

いくこととする。 

・なお、情報収集ツールを持たずに避難された方への対処として、今後は、避難所対

応職員が災害対策本部からの指示に基づき情報発信を行うこととする。 

・このほか、避難所へのテレビの配置については、当市独自の防災アプリの開発後の

普及状況を見ながら、必要性を判断していくものとする。 

（情報発信ツールの強化） 

・令和 6年度から着手している防災行政情報伝達システムの改修に当たっては、市独

自の防災アプリを開発し、防災行政無線と同様の内容を、アプリを通じて、多言語

により、即座に発信することで、日本語での放送を理解することが難しい外国人へ

の伝達漏れを極力防ぐよう取り組んでいく。 

・また、本アプリでは、市内のハザードを確認することが可能となるため、当該アプ

リを活用した、一時的な滞在者への周知方法についても検討していく。 

（民間事業者との協力関係の構築） 

・上記のほか、市内のハザードを予め周知することが難しい来訪者への対応として、

民間事業者との協力関係の構築について検討する。 

 

■ 具体的な取組 

ア 避難の呼びかけ方法の改善  ★直ちに実施 

・防災行政無線により津波からの避難を呼びかける際は、予想される津波の規模、

避難の必要性がある人、具体的な避難行動を明確に伝えられるよう、放送内容を

改善する。 

＜改善前＞ 

・上越市から避難に関する情報を発表いたします。 

・上越市内に津波警報が発表されていますので、海岸付近の方、海の近くの方に

ついては、直ちに高台に避難をしてください。 

・既に直江津地区に津波が到達している恐れがあります。また、自宅の火の元を

確認し、安全な行動をとるようにお願いをいたします。 
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＜改善後（案）＞ 

・こちらは、広報上越です。 

・「避難指示！避難指示！ 大津波警報が発表されました。最大５ｍの津波が予

想されます。沿岸部で津波浸水が想定される場所にいる方は、直ちに近くの高

台や指定避難所へ避難してください。津波警報が解除されるまで、海岸や川の

近くには絶対に近づかないでください。」 ※「」内は繰り返し 

・こちらは、広報上越です。 

※ 下線部分が改善部分 

 

イ 情報の発信方法の改善  ★直ちに実施＋☆継続検討 

・災害対策本部から市内の被災状況や今後の見通しなどの情報を、安全メール、公

式ＳＮＳにおいて可能な限り配信する。 

・スマートフォンや携帯電話を持たない避難者へ情報が伝わるよう、職員間の情報

連絡ツールを活用し、避難所初動対応職員に同様の内容を配信し、避難者への伝

達を図るものとする。 

・なお、避難所初動対応職員による情報の伝達については、本年 6 月 26 日（水）

に実施した「災害対策本部・避難所開設訓練9」において実践し、確認を行った。 

・上記のほか、避難所へのテレビの配置については、今後、開発を予定している当

市独自の防災アプリを市民から活用していただくことにより、情報不足の改善が

見込まれることから、同アプリの開発後の普及状況を見ながら、必要性を判断し

ていくものとする。 

 

ウ 防災行政情報伝達システムの改修  ★直ちに実施＋☆継続検討 

・災害情報の発信を迅速化するとともに、外国人への情報伝達力を強化するほか、

一時的な滞在者を含め、多くの方々が市内各地の危険度（ハザード）を容易に確

認できるようにするため、既存の防災行政情報伝達システムの改修と併せ、次の

システムを導入する。 

○高性能スピーカー 

機能：従来型スピーカーと比べ、距離による減衰が少なく、均一で明瞭な音声

を伝えることができる 

効果：音が届くエリアが拡大され、屋外にいる人への情報伝達力が向上する 

○一斉配信システム 

機能：市安全メール、市公式ＳＮＳ、Ｙａｈｏｏ！防災速報等の情報発信ツー

ルでの発信を一回の操作で一斉に配信できるシステム 

効果：避難指示など情報発信の迅速化が図られる 

○防災アプリ 

機能：情報発信ツールの一つで、多言語10配信、プッシュ通知、文字・音声によ

る災害情報の配信、避難所の開設状況や各種ハザードマップの閲覧等が

                         
9 本編 P29参照 

10 日本語、英語、中国語、韓国語 
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可能となるアプリ 

効果：避難情報の聞き逃しが回避できるほか、外国人への情報発信ツールや、

市外からの来訪者が滞在先のハザードを確認するツールとしても有効 

 

エ 民間事業者との協力関係の構築  ☆継続検討 

・市内のハザードを予め周知することが難しい来訪者への対応として、災害発生

時においては、民間事業者から主体的に適切な避難方法を呼びかけていただく

など、協力関係の構築について検討する。 
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⑵ 住民避難 

① 全市域における避難方法の理解促進 

■ 今後の取組方向 

・情報発信と同様に、自宅付近の危険度（ハザード）、災害発生前に各家庭で備えてお

くべき事柄、発生した際の対処方法などについて、十分浸透していなかったことが、

今回のような避難行動につながったものと推測される。 

・このため、津波により浸水することが想定される区域（避難を要する区域）と、そ

れ以外の区域（避難先ともなる区域）があることや、津波災害については、J アラ

ートの放送が避難指示になることなど、基本的な事項への理解を市域全体で深めて

もらうための取組を進めていく。 

・具体的には、町内会（自主防災組織）で実施する「自主防災訓練」を通じて理解を

深めることが有効と考えられることから、町内会（自主防災組織）の活動支援を取

組の中心とする。 

 

■ 具体的な取組 

ア 防災士の養成  ★直ちに実施 

・地域における防災活動の中心的役割を担う「防災リーダー」を育成するため、引

き続き、防災士養成講座を開催する。 

・令和 6 年度については、能登半島地震を踏まえ、より多くの防災士を育成するた

め、65人としていた受講定員を拡大し、84人の受講を受け入れた。 

 [令和 6年の実施内容] 

 実施日：11 月 9日(土)、10 日(日) 

 受講者数：84人 

 講座内容（12 講座） 

  日 時   課 目 講    師 

1 
11月 9日(土) 

9:30～10:30 

防災士に期待さ

れる活動 

上越市防災士会会長  

 大滝 利彦 氏 

2 10:40～11:40 
地震・津波によ

る被害 

富山大学学術研究部准教授  

 立石 良 氏  

3 12:40～13:40 気象災害・風水害 株式会社エコノス 

 樋口 勲 氏 4 13:50～14:50 土砂災害 

5 15:00～16:00 避難と避難行動 
上越市防災士会前副会長 

 保坂 裕子 氏 

6 16:10～18:10 避難所運営 
上越市社会福祉協議会 

 佐藤 貴規 氏 

7 
11 月 10 日(日) 

9:30～10:30 
広域・大規模火災 

上越市元危機管理監 

淺野 克未 氏 

8 10:40～11:40 
災害関連情報と

予報・警報 

新潟県防災局危機対策課参事 

  高橋 浩 氏 

9 12:40～13:40 
自主防災活動と

地区防災計画 

上越市防災士会副会長 

 田内 洋二 氏 
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  日 時   課 目 講    師 

10 13:50～14:50 
風水害・土砂災害

への備え 

新潟県災害救援機構理事長 

 梅澤 圓了 氏 

11 15:00～16:00 
上越市の災害救

助と応急対応 

上越市危機管理監 

 柳 時夫 

12 16:10～17:10 災害ボランティア 
上越市社会福祉協議会 

 佐藤 貴規 氏 

 

イ 防災アドバイザーの派遣  ★直ちに実施 

・能登半島地震を踏まえ、自主防災組織からの要請に応えられるよう、防災アドバ

イザーを増員するとともに、アドバイザーのスキルアップ研修を実施する。 

・なお、本年 2月及び 4月に実施した研修会は、能登半島地震を踏まえ、自助・共

助の取組について学ぶカリキュラムを中心に実施した。 

 [令和 6年の実施内容（令和 6年 11月末時点）] 

 防災アドバイザーの増員 33人→39 人 

 アドバイザー研修 

  日 時 内容 参加人数 

1 
2月 14日(水) 

18:00～20:00 

・自主防災活動の取組の考え方 

中越防災安全推進機構 野村 卓也 氏 

・活動事例紹介 

・意見交換 

能登半島地震における活動 など 

28人 

2 
4月 20日（土） 

9:15～12:00 

・マイ・タイムライン研修 

上越地域振興局 地域整備部 渡邉計画専門員 

・車いす操作研修 

（福）上越市社会福祉協議会 

28 人 

 アドバイザー派遣 

・町内会（自主防災組織）や企業、学校等で取り組む防災活動を支援するため、

防災アドバイザーを派遣し、防災講話や訓練手法などの助言をしている。 

派遣回数：85 回 

派 遣 先：73 団体（町内会：55 地域団体：11 企業：3 学校：4） 

派遣内容：防災講話：61 回（地震・津波の避難、ハザードマップの見方など） 

活動助言：14 回（訓練への助言、マイ・タイムライン作成補助） 

防災クッキング：8回（ポリ袋クッキング） 

防災グッズ制作：2回（防災グッズ制作） 
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ウ 防災リーダー研修の開催  ★直ちに実施 

・自主防災訓練においてハザードマップを活用し、住民主導による避難支援を促進

するため、町内会長や防災士を対象にハザードマップの活用方法や避難行動要支

援者の避難方法の習得に向けた研修を実施する。 

[令和 6年の実施地区] 

地 区 名 開 催 日 参加者数 地 区 名 開 催 日 参加者数 

有 田 区 6月 11日(火) 30 人    高 田 区 6月 29 日(土) 78 人    

高 士 区 6月 22日(土) 30 人    大 島 区 7月 2 日(火) 26 人    

牧 区 6月 26日(水) 41 人    安 塚 区 7月 4 日(木) 25 人    

清 里 区 6月 27日(木) 40 人  谷浜・桑取区 7月 9 日(火) 22 人    

中 郷 区 6月 28日(金) 36 人    合計 328 人 

 

エ 防災講演会の開催（上越市防災委員会主催） ★直ちに実施 

 ・有識者から能登半島地震の振り返りや、上越地域で予測される地震・津波災害

の想定を踏まえ、住民避難の在り方や当市における津波避難の見直しの取組に

ついて解説いただいた。 

・東日本大震災の語り部からは、映像や体験談を通じて災害の悲惨な状況や災害

を自分事として考える重要性を学び、市民の防災意識の向上を図った。 

開催日  9月 28日（土） 

参加者数 310 人 

講演内容 

 第１部 「上越地域で予測される地震・津波災害」 

新潟大学 教授 卜部 厚志 氏 

 第 2部 「震災時の久之浜、そしてその後」 

いわき語り部の会 石川 弘子 氏 

 

オ 地域の求めに応じた防災講話の実施  ★直ちに実施 

・能登半島地震における当市の対応のほか、適切な避難行動とハザードマップによ

る地域の災害リスクの確認など、職員による防災講話を実施する。 

[令和 6年の実施状況（令和 6年 11月 29日時点）] 

月 日 時 間 団 体 担 当 

6月 1日（土） 18:00～19:00 上越市防災士会直江津支部総会 危機管理監 

6月 8日（土） 11:00～12:00 上越市防災士会総会 危機管理監 

6月 16日（日） 

9:00～10:00 石橋防災訓練 危機管理専門官 

9:45～10:15 大町 5 丁目防災訓練 
危機管理課・ 

市民安全課 

6月 19日（水） 13:30～14:00 上越商工会議所セミナー 危機管理課 
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月 日 時 間 団 体 担 当 

6月 22日（土） 
10:00～11:00 栄町老人クラブ教養講座 

危機管理監 
18:00～19:00 五智 1 丁目防災学習会 

6月 23日（日） 10:00～10:15 南城町 3丁目町内会役員研修 危機管理課 

7月 21日（日） 16:00～16:30 新光町 3丁目防災訓練 市民安全課 

7月 30日（火） 18:30～20:30 上越市防災士会女性部研修 危機管理監 

9月 15日（日） 9:30～9:45 国府 2 丁目防災訓練 危機管理課 

9月 29日（日） 9:30～10:15 春日新田 5丁目防災訓練 市民安全課 

10月 14日（祝） 10:00～10:30 大潟区上小船津浜防災訓練 市民安全課 

10月 20日（日） 8:45～9:15 佐内町防災訓練 危機管理監 

11月 3 日（日） 10:00～10:30 長浜防災訓練 危機管理課 

11月 10日（日） 9:00～11:00 大潟区雁子浜防災訓練 市民安全課 
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② 沿岸部における津波からの避難方法の検討 

■ 今後の取組方向 

・従来の「地域別避難行動計画」は、徒歩での避難を原則に、地域住民と共に作成し

てきたが、実際には、車での避難を選択する方がおられた。 

・このことを踏まえると、沿岸部における「避難行動要支援者」の津波からの避難を

「原則徒歩」とすることには限界があると考えられるため、車での避難方法の運用

も含め、専門家や住民を交えた中で、早急に検討を進めていく。 

・なお、検討に当たっては、町内会（自主防災組織）の資機材の整備状況や平素から

の活動状況など、それぞれの組織の実情を考慮しながら対応していくこととする。 

・このうち、今回、津波による被害が発生した直江津地区においては、検討した結果

を、住民と関係機関を交えた実動訓練（総合防災訓練）において実践し、その結果

を踏まえ、改善することで、より実効性の高い避難方法の検討につなげていく。 

・このほか、直江津地区町内会長協議会から要望が寄せられた防波堤や津波タワー等

のハード整備に関しては、国や県など関係機関と連携・協議しながら必要な対策を

検討していく。 

 

■ 具体的な取組 

ア 令和 6 年能登半島地震連絡調整会議の開催  ★直ちに実施 

・能登半島地震の災害復旧状況について、関係機関で情報共有するとともに、今回

の津波と今後の想定される津波等についての理解を深めるため、令和6年2月16日

（金）に学識経験者、関係機関から意見を聴取する連絡調整会議を開催した。 

・本会議には、当市の津波ハザードマップの監修に協力いただいた新潟大学卜部厚

志教授から参加いただき、津波災害の現状と課題を踏まえる中で、短時間で到達

する津波から避難行動要支援者の避難を確実なものとするため、従来、市が津波

災害における避難の基本方針としていた「原則徒歩」での避難にこだわらず、「車

での避難」を検討する必要があることを共有した。（詳細は資料編P56～57に記載） 

 

イ 意見交換会の開催  ★直ちに実施 

・能登半島地震を受け、地震、津波対応の課題整理と検証を行うため、3 月下旬か

ら沿岸部の 9 地区（直江津地区、五智地区、谷浜・桑取区、有田区、八千浦区、

頸城区、大潟区、柿崎区、名立区）263町内会を対象に実施した。（6月 4日（火）

終了） 

 

ウ 津波避難計画の見直し（住民ワークショップの開催）  ★直ちに実施 

・沿岸部の 87 町内会が参加し、町内会長や民生委員・児童委員と市職員が一緒に

なって、町内会ごとに避難場所や避難経路、徒歩または車による避難方法の検討

を行った。 

・令和 2 年度に津波避難計画を作成した 75 町内会のうち、26 町内会が見直しを行

ったほか、8 町内会が新たに計画を作成した。うち 6 町内会が車による津波避難

計画を作成した。 
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エ 訓練前ワークショップの実施  ★直ちに実施 

・直江津区の一部の町内会（港町 1、2丁目、中央 4丁目・沖見町、虫生岩戸）が、

見直し後の津波避難計画を発表したほか、内閣府による災害に関する情報提供、

新潟大学の卜部厚志教授が能登半島地震に関する講演を行った。 

日時：令和 6年 8月 29日（木） 15 時 00分～17時 00分 

場所：リージョンプラザ上越 コンサートホール 

 

オ 総合防災訓練の実施  ★直ちに実施 

・能登半島地震を受け、見直しを行った津波災害の「地域別避難行動計画」に基づ

く住民避難訓練を実施し、避難の実効性を高めるとともに、防災関係機関との連

携体制の強化を図ることを目的に実施した。 

日時：令和 6年 10月 12日（土） 8 時 00分～10時 30分 

場所：直江津区内を対象（37町内会）  ※主会場：直江津屋台会館周辺 

想定：8 時に上中越沖を震源とする震度 6 強の地震が発生、新潟県沿岸に大津

波警報が発表 

参加者等 

・住民避難訓練 

     直江津・五智地区 29町内会（対象 37町内会） 約 1,900 人 

   ・関係機関訓練 

     陸上自衛隊、新潟県警、上越地域消防事務組合など 42 関係機関等 

 

カ 訓練後（振り返り）ワークショップの実施  ★直ちに実施 

・総合防災訓練当日、住民避難訓練終了後に直江津屋台会館に集まっていただき、

直江津区の一部の町内会（港町 1、2丁目、住吉町、虫生岩戸）が、見直し後の津

波避難計画に基づく避難訓練を実施した結果について、所見を発表した。 

・内閣府から本訓練のアドバイザーとして委嘱を受けた、新潟大学の卜部厚志教授

から参加いただき、今回の「沿岸部における地域別避難行動計画の見直し」の取

組全般を通じた講評をいただいた。 

日時：令和 6年 10月 12日（土） 9 時 30分～10時 15分 

場所：直江津屋台会館内 

 

キ 訓練用資機材の購入補助  ★直ちに実施 

・自主防災組織が行う共助の取組を支援するため、災害時の避難や訓練に必要な防

災資機材購入費を補助する「上越市防災資機材整備補助金」を創設した。 

[制度概要] 

 補助対象資機材 

・車いす、リヤカーなどの避難支援用品 

・トランシーバー、拡声器などの情報伝達用品 

・毛布、暖房器具などの生活用品 

・テント、発電機などの訓練用品 
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 補助率等 3/4 ※ 町内会の世帯数に応じて次のとおり補助上限額を設定 

・100世帯未満の町内会       10万円 

・100世帯以上 500世帯未満の町内会 20万円 

・500世帯以上の町内会       30万円 

 交付実績（令和 6年 11月末時点） 

  ・99 町内会 12,638 千円（主な整備内容 トランシーバー：33 町内会、発電

機：17町内会、車いす：20町内会） 

 

ク 個別避難計画作成や見直しの支援  ★直ちに実施 

・総合防災訓練の結果を踏まえ、町内会（自主防災組織）で検討する、避難行動要

支援者への避難支援について、地域の状況を地図上に可視化し理解を深める、「地

域支え合いマップ」の活用を積極的に呼びかけ、避難支援の実効性の向上を図る

と共に、避難行動要支援者の個別避難計画の見直しを支援する。 

 

ケ 避難場所の確保・整備  ★直ちに実施＋☆継続検討 

・今回の災害を踏まえ、直江津地区町内会長協議会から、防潮堤や津波タワー等の

ハード整備に関する要望が寄せられたことを受け、国や県など関係機関が連携・

協議しながら必要な対策を検討していく。 

・上記のほか、なおえつ海水浴場における利用者の安全確保を図るため、市道五智

居多ケ浜シーサイドライン線沿いに恒久的な避難路の整備を進めていく。 
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③ 避難所開設・運営の円滑化 

■ 今後の取組方向 

・避難所の開設に当たっては、毎年度、市の担当者と町内会（自主防災組織）、施設管

理者との間で打合せを行い、避難所開設・運営のルールについて確認を行っている。 

・しかしながら、実際の災害時において、職員や施設管理者が速やかに駆け付けられ

ない場合があり、その際は、町内会（自主防災組織）で開設することや、津波災害

時には避難者を高層階に誘導すること等についての理解が不足していた状況にあ

る。 

・このため、関係者間での打合せに当たっては、確認不足が生じないよう、確認事項

のチェックリストを作成・確認し、3 者間で確実に共有するとともに、沿岸部の避

難所の打合せの際には、防災担当職員が立ち会う等の工夫・改善を行うものとする。 

・併せて、災害対策本部・避難所開設訓練や避難所運営訓練の実施に当たっては、市

職員のみならず、施設管理者、町内会（自主防災組織）からも参加いただくことで、

関係者間の理解促進を図っていく。 

・避難所開設を行う関係者間での鍵管理手法の見直しについては、関係者間で合鍵を

保有するなどの対処方法が考えられるが、セキュリティ面での課題も考えられるこ

とから、合鍵の保有以外の手法（例：鍵ボックスや施設の解錠を遠隔操作で行う手

法など）についても、あわせて検討を重ねていく。 

 

■ 具体的な取組 

ア 避難所初動対応職員、施設管理者、町内会（自主防災組織）の打合せの実施 

★直ちに実施 

・円滑な避難所開設に向け、後述の見直し後の避難所運営マニュアルを使用しながら

打合せを実施し、連絡先の共有や備蓄物資の確認、避難所開設手順の共有を図った。 

・併せて、沿岸部に位置する避難所を中心に、危機管理課または総合事務所職員が

打合せに同席し、高層階への避難や迅速な避難所開設など、津波避難に重点を置

いた打合せを実施した。 

・また、今回の打合せに当たっては、地域の防災士からの参加を促すため、市で養

成した防災士（748 人）へ事前の通知を行ったところであり、引き続き、防災士

の支援を受けながら自主防災組織、施設管理者及び避難所初動対応職員の 3者が

協力し、避難所の運営体制を強化していく。 

 

イ 災害対策本部・避難所開設訓練の実施  ★直ちに実施 

・能登半島地震を受け、災害対策本部、指定避難所及び福祉避難所を開設するため、

実際に職員が担当する避難所に参集する実動訓練を実施した。 

・今回は、参加可能な町内会等が参加し、能登半島地震における避難所の開設に係

る課題（開錠の手順等）の確認等を行った。 

・今後も参加可能な町内会等からは本訓練に参加いただき、円滑な避難所開設へと

つなげていく。 
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[内容] 

日時：令和 6年 6月 26日（水） 15 時 30分～17時 15分 

内容：121か所の指定避難所を開設（214人の避難所初動対応職員が参加）した。

そのうち、105 か所の指定避難所で町内会が参集し、91 か所の指定避難

所で施設管理者立会いの下、開錠の手順や備蓄品等の確認を行った。 

 

ウ 避難所運営訓練の実施  ★直ちに実施 

・避難者による自主的な避難所運営の重要性について理解を深めるとともに、避難

所運営関係者の連携強化を図るため、指定避難所において避難所運営訓練（市内

27か所）を実施した。 

・今回、能登半島地震を踏まえ、津波等ハザードマップの見方や情報の種類に関す

る研修を追加して実施した。今後も継続実施し、地域の災害リスクの確認と、避

難者による自主的な避難所運営の重要性について理解促進を図っていく。 

 [内容] 

 避難所開設の手順確認 

 ハザードマップ研修 

 避難所マニュアル研修 

 

エ 避難所対応マニュアルの見直し  ★直ちに実施 

・避難所の開設を迅速に行うため、避難所初動対応職員、施設管理者及び町内会（自

主防災組織）の役割分担の見直しや、事前に備蓄品の梱包材を解くことを明記す

るなどの修正を行った。 

・災害発生時において、避難所に参集した市職員や町内会等がスムーズに避難所の

開設や避難者の受入れが円滑にできるように、令和 7年 3月までに避難所開設の

チェックリストを作成する。 

・なお、チェックリストは、前述の「避難所初動対応職員、施設管理者、町内会（自

主防災組織）の打合せ」や「災害対策本部・避難所開設訓練」、「避難所運営訓練」

の際にも活用していく。 

 

オ 鍵管理手法の見直し  ★直ちに実施＋☆継続検討 

・今回の避難所開設において、複数人で鍵の管理を行う必要があると申し出のあっ

た施設については、施設管理者との合意が整った施設から順次関係者間で合鍵を

保有することとした。 

・なお、今後は、鍵ボックスの導入や施設の解錠を遠隔操作で行う手法などについ

ても継続検討していく。 
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④ 避難所外避難者の避難状況の把握 

■ 今後の取組方向 

・発災後間もない時間帯において、市内全域の状況を詳細に把握することは困難であ

ることから、当面の間は、地域防災計画に定めている11とおり、発災後 3 日以内に

把握し、必要な支援を開始できるよう、早期の把握に努めていくこととする。 

・なお、今後は、携帯端末の位置情報を活用したシステム等の開発も想定されること

から、その動向を注視していく。 

 

■ 具体的な取組 

ア 避難状況の把握手法の改善  ☆継続検討 

・前述のとおり、現時点においては、避難所外避難の状況の把握に資するシステム

は有していないが、現在、新潟県と県内市町村で共同開発を進めている広域災害

時の「（仮称）避難者支援システム」12において、令和 8年度以降、避難所外避難

者の状況把握が可能となる見込みである。 

・同システム（専用アプリ）の普及状況を注視しながら、具体的な対応を検討して

いく。 

 

                         
11 地域防災計画地震災害対策編第 2部第 2章第 14節「避難所外避難者の支援対策」に記載 

記載内容 ･･･ 避難所外避難者の状況は、地震発生後 3日以内に把握し、必要な支援を開始する 

12 住民が自身の携帯端末等にインストールした専用アプリに個人情報を入力し、その情報を避難所等において専用の

端末で読み取ることで、避難者の入退所の管理が容易にできるようになるほか、避難所外に避難した際に、アプリを

通じて自身の避難場所を災害対策本部等へ知らせることができるようになる機能を有したシステム 
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８ 「自助」の取組の強化に向けて ～市民、地域から取り組んでいただきたいこと～ 

・第 7 次総合計画「基本目標２ 安全安心、快適で開かれたまち」においては、「あ

りたい姿」を、【地震を始め、集中豪雨や大雪など、あらゆる災害に対する防災意識

と備えが整い、誰もが災害時に自分がとるべき行動を理解し、災害から身を守るこ

とができます。】としている。 

・そのためには、市民それぞれが、災害を知る、対応を学ぶ、災害に備えることが大

切であり、このことを踏まえた防災活動が、地域ぐるみで、定期的に行われていく

ことで、ありたい姿に近づいていくものと考える。 

・当市における「津波災害のリスク」は、市が発行している「津波ハザードマップ」

に対処方法と共に記載しており、その有効性は、令和 6年能登半島地震連絡調整会

議においても確認されている。 

・これらのことから、市民、地域においては「津波ハザードマップ」を有効活用し、

平時から災害への備えをしていただくことが重要であり、その「具体的な取組」を

以下に記す。 

 

■ 具体的な取組 

① 災害を「知る」 

・各家庭に配布している「津波ハザードマップ」を確認し、当市で想定される津波

の特徴や危険が及ぶ範囲（ハザード）を知る。 

★確認のポイント 

・日本海側の津波の特徴（最も早く到達する津波で 5分から 10分） 

・津波による浸水想定区域の範囲はどこまでか 

・避難指示や避難情報はどのように発出されるのか 

 

② 対応を「学ぶ」 

・各家庭に配布している「津波ハザードマップ」や、広報上越の掲載内容を確認し、

津波災害発生時における「対応方法」を学ぶ。 

★確認のポイント 

・避難指示の発令や避難情報が放送されたら、身の安全を確保し、落ち着いて行

動する 

・沿岸部にいる場合は、強い揺れを感じたらすぐに避難する 

・津波警報が解除されるまで避難場所に留まる 

・発生時に浸水想定区域内にいなければ、原則、避難の必要はない 
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③ 災害に「備える」 

【市民】 

・ハザードマップを確認し、災害への備えを進める。 

★備えのポイント 

・年 1回、ハザードマップを確認し、家族で避難方法を話し合う 

・町内会（自主防災組織）の自主防災訓練に参加する 

・情報収集ツール（安全メール、市公式ＬＩＮＥ、防災アプリ等）を導入する 

・各個人に応じた「非常持出袋」を用意しておく 

・「非常持出袋」の用意に当たっては、フェーズフリー13の考え方を取り入れる 

 

【地域】 

・町内会（自主防災組織）で年 1 回、ハザードマップを活用した自主防災訓練を実

施する。 

・町内会（自主防災組織）の実情にあった防災資機材（リヤカー、発電機等）を整

え、自主防災訓練の際に活用する。 

★訓練のポイント 

・ハザードマップで町内の危険個所を確認する 

・避難ルートを確認し、実際に歩き、気づいたことを話し合い改善する 

・防災資機材を活用し、住民の避難訓練（避難行動要支援者の避難訓練も含む）

を実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
13 日常と非常時を分けることなく、日常、身の回りで使っているものを災害時に役立てる考え方 

例：アウトドア用品を災害時に使用する、EV、PHEV 等の自動車を災害時の電源として活用する、水や食料品、トイレッ

トペーパー等の日用品を多めに買い置き、古いものから使用し、減った分を買い足すなど 

津波ハザードマップ 広報上越 
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９ 検証結果を踏まえた対応について 

・今回の検証は、当市が初めて経験した津波災害への対応に焦点を当て、主に「情報

発信」と「住民避難」の視点から検討を行った。 

・検討の結果、津波からの基本的な避難行動について、「原則徒歩」としつつ、自力で

の避難が難しい避難行動要支援者は、「車による避難も可」とすることを追加し、従

来の方針を見直すこととした。 

・これは、多くの方々が車で避難し、幹線道路が渋滞する一方で、短時間で到達する

津波から避難行動要支援者が「徒歩」で避難することには限界があると認識する中

で、令和 6 年 2 月 16 日に開催した「令和 6 年能登半島地震連絡調整会議」におい

て、当市の津波ハザードマップの監修に協力いただいた新潟大学卜部厚志教授の助

言も踏まえ、市として方針を変更したものである。 

・この方針を踏まえ、今回の検証の取組を進めるに当たっては、津波被害が想定され

る沿岸部の町内会の皆さんとともに、地域の実情を踏まえた検討を重ね、地域別の

避難行動計画の見直しを行った。（取組の経過、内容は、前項７に記載のとおり） 

・その後、こうした一連の取組の実効性を確認するため、10 月 12 日に直江津区を会

場に実施した市総合防災訓練において、沿岸部の直江津・五智地区の 22 町内会、

約 1,900 人の住民が避難訓練に参加し、見直し後の地域別避難行動計画に基づく、

徒歩や車による避難行動の実践を試みた。 

・訓練に参加した町内会では、概ね計画どおり実行できたことが確認され、卜部教授

からは他の自治体に先駆けた先進的な取組であると一定の評価をいただいた。 

・今後、本検証の結果については、広報上越やホームページ等のほか、地域の防災活

動の中心的な役割を担う町内会長や防災士等の会合など様々な機会を捉え、津波発

生時の避難行動のルールや平時における災害の備え等に係る周知・啓発の取組へと

つなげ、地域全体の防災意識の更なる向上を図っていく。 

・また、現在、新潟県において「能登半島地震を踏まえた防災対策検討会」が、県の

地域防災計画の改定も視野に入れながら議論がなされている状況を踏まえ、本検討

会の結果との整合にも留意しつつ、市の地域防災計画への反映を図るものとする。 

・市では、この度の検証を通じて見い出した、新たな気付きを今後の災害対応に反映

するとともに、近年、激甚化・多様化する災害に適切に対応するため、他の被災地

における災害対応も参考としながら、誰もが安心して暮らすことができる災害に強

いまちづくりを推進していく。 
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１ 令和 6年能登半島地震による被害の状況（令和 6年 11月 29日（金）現在） 

⑴ 人的被害 

死亡者数 重傷者数 軽傷者数 合 計 

－ 1人 5人 6人 

⑵ 建物被害                               （件） 

建物区分 

全

壊 

大

規

模

半

壊 

中

規

模

半

壊 

半

壊 

準

半

壊 

一

部

損

壊 

（
中
規
模
半
壊
） 

床

上

浸

水 

床

下

浸

水 
浸

水 

合計 

住 家 2 9 － 36 23 1,279 1 14 － 1,364 

非住家 4 6 2 4 8 344 － － 1 369 

合計 6 15 2 40 31 1,623 1 14 1 1,733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波により堆積した漂着物（船見公園） 

関川を遡上する津波    （資料提供：国土交通省高田河川国道事務所） 
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⑶ 公共施設被害                                （施設） 

建物区分 

全

壊 

大

規

模

半

壊 

中

規

模

半

壊 

半

壊 

準

半

壊 

一

部

損

壊 

（
中
規
模
半
壊
） 

床

上

浸

水 

床

下

浸

水 

浸

水 
合計 

保育園 － － － － － 7 － － － 7 

公営住宅 － － － － － 32 － － － 32 

観光施設 － － － － － 21 － － － 21 

行政機関 － － － － － 13 － － － 13 

その他 － － － － － 21 － － － 21 

合計 － － － － － 94 － － － 94 

 

⑷ 文教施設被害                                     （施設） 

建物区分 

全

壊 

大

規

模

半

壊 

中

規

模

半

壊 
半

壊 

準

半

壊 

一

部

損

壊 

（
中
規
模
半
壊
） 

床

上

浸

水 

床

下

浸

水 

浸

水 

合計 

小中学校 － － － － － 57 － － － 57 

観光施設 － － － － － 8 － － － 8 

体育施設 － － － － － 8 － － － 8 

その他 － － － － － 12 － － － 12 

合計 － － － － － 85 － － － 85 

※ 文化財を除く 
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⑸ 道路被害等 

〇 市道被害：270 件 （ブロック塀の市道への崩落等の軽微な被害を含む） 

  〇 地震による主な交通規制実施箇所 

区

分 
路線名（場所） 主な被害 

交通規制

内容 
開始日 解除日 

国
道 

国道 8号 
（茶屋ヶ原地先） 

法面崩落 
全 面 通 行
止め 

1月 1日 
（月） 

1月 27日 
（土） 

県
道 

黒井停車場線 
（黒井地内） 

冠水 〃 
1月 1日 
（月） 

1月 2日 
（火） 

原之町上下浜停車場線 
（柿崎区坂田新田地内） 

舗装破損 〃 
1月 1日 
（月） 

1月 2日 
（火） 

上越安塚柏崎線 
（大島区板山地内） 

道路崩落 〃 
1月 11日 
（木） 

未定 

市
道 

五智居多ヶ浜シーサイド
ライン線 
（五智 6丁目地内） 

漂着物堆積 〃 
1月 1日 
（月） 

1月 12日 
（金） 

西本町四丁目 2号線 
（西本町 4 丁目地内） 

舗装破損 〃 
1月 2日 
（火） 

1月 12日 
（金） 

五智三丁目 2号線 
（五智 3丁目地内） 

舗装破損 〃 
1月 3日 
（水） 

1月 20日 
（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法面が崩落した国道 8号（茶屋ヶ原地先） 

道路が崩落した県道上越安塚柏崎線（大島区板山地内） 
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⑹ 農林水産被害 

区

分 
主な施設等 件数 主な被害状況 現在の状況 

農 

業 

農業水利施設 97件 ・用水路沈下等 
・復旧完了(90件) 
・対応中(7件) 

農地 64件 ・農地法面崩落等 ・復旧完了 

農作物 10件 ・きのこの菌床落下等 ・復旧完了 

農業用施設 67件 
・カントリーエレベーターや

倉庫等の天井や床、壁、柱、
設備等の破損等 

・ＪＡ等により 
対応 

農道 25件 ・農道の路面亀裂等 
・復旧完了(24件) 
・対応中(1件) 

合計 263件   

水 

産 

名立漁港【県】 1件 ・荷捌き場吊り戸の破損 ・復旧完了 

有間川漁港【市】 1件 
・陸側桟橋ガイドローラーの

破損 ・復旧完了 

大潟漁港【市】 2件 

・作業小屋の破損 
・西側防波堤天板コンクリー

トの剥離及び進入路法面の
崩壊 

・復旧完了 

合計 4件   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漂着物が堆積した市道 五智居多ヶ浜シーサイドライン（五智 6丁目地内） 

コンクリートが剥離した大潟漁港 
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⑺ ガス・水道施設被害  

施設区分 主な被害状況 合計 復旧状況 

ガス施設 本管 0件・宅地内供給管 37 件 37件 
・復旧完了 
（ガスの供給及び水道

の給水に支障なし） 水道施設 
本管 46件・宅地内給水管 56 件 102件 

断水  4か所 4か所 

 

⑻ 下水道施設被害 

主な被害箇所 主な被害状況 現在の状況 

五智 3丁目他地内 
汚水管渠 L＝1,261ｍ 
（管路のたるみ、マンホ

ール浮上 1基） 

・復旧工事中 

（進捗率 53％） 

下水道センター 

（藤野新田地内） 

最終沈殿池 5池の 
掻寄機が破損 

・3池は復旧完了 

・破損が大きい 2 池は復旧工事中 

（進捗率 25％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑼ 港湾被害 

場  所 主な被害状況 現在の状況 

直江津港 

・荷捌き地で段差や亀
裂（鉱産品岸壁、東 2
号岸壁など） 

・県による応急復旧完了。令和 6 年
8月から本復旧工事開始 

・佐渡汽船可動橋取付
部の道路で段差や亀
裂 

・県による応急復旧完了。令和 6 年
11月から本復旧工事開始 

直江津港内の漁港区 

・漁協事務所破損 ・漁協による修繕完了 

・漁港施設等破損 ・市による修繕完了 

 

液状化により浮上したマンホールの状況 

（五智 3丁目地内） 

掻寄機のフライト板が脱落した状況 

（下水道センター） 
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⑽ 文化財被害 

区  分 件数 主な被害状況 現在の状況 

指定文化財 

（国・県・市） 
13件 

・建造物の壁一部剥落、亀裂 
・彫刻の転倒、台座破損 
・灯篭の転倒 など ・所有者への復旧意

向確認は完了 
・一部復旧済み 

国登録有形文化財 15件 
・土蔵の亀裂、基礎傾き 
・土壁・漆喰壁の崩落 
・外壁崩落 など 

合計 28件   

 

⑾ 市内事業所等被害 

〇 業種別内訳 

業 種 件数 主な被害の状況 

卸売業、 

小売業 
73件 

・日本酒、ワイン等商品の落下破損 

・水濡れによる商品の汚損 

・ウインドウガラスの破損 

製造業 46件 

・金型製造機器の自動搬出機の破損 

・機械、配管等の位置ズレ 

・建具製品の破損 

宿泊業、飲食サ

ービス業 
45件 

・コンテナ、資材の津波による破損、流出 

・ボイラー、給水管等の損傷 

・天井、床の一部歪み 

・新年会等宴会のキャンセル 

その他の業種 91件 

・ターミナル内の回廊に段差。航送車乗降口の小屋に傾き

が発生（運輸業） 

・ボイラー配管からの蒸気漏れ（生活関連サービス業） 

合計 255件  

※ 上記は、上越商工会議所及び各商工会による事業者への聴き取り結果による 

 もの 

  

亀裂や段差が生じた直江津港 



令和 6年能登半島地震 津波災害対応の検証 

42 

⑿ 公共交通 

事業者 区 分 
運行状況 

地震発生時 運行再開 

鉄道 

ＪＲ 
北陸新幹線 全線運転見合わせ 

1月 2日（火）15:20 
全線運転再開 

信越本線 
（当市区間） 

全線運転見合わせ 
1月 3日（水） 
全線運転再開 

えちご 
トキめき 
鉄道 

妙高はねうま
ライン 

全線運転見合わせ 
1月 2日（火）13:30 
全線運転再開 

日本海ひすい
ライン 

全線運転見合わせ 
1月 2日（火）20:00 
全線運転再開 

北越急行 ほくほく線 全線運転見合わせ 
1月 3日（水） 
全線運転再開 

路線

バス 

頸城自動車
ほか 4社 

7 路線 運行打切り 1 月 2 日（火）～通常
運行（一部の路線は 
2日正午から再開） 

※名立線は 1 月 28 日
（日）から再開 
※能生線は 1 月 29 日
（月）から再開 

4 路線 安全確保の上、運行継続 

23路線 
元日運休、または元日～
1月 3日（水）の間運休 

市営

バス 

大島区ほか
5区 

11路線 

元日運休、または元日～
1月 3日（水）の間運休、
または元日～1 月 4 日
（木）の間運休 

1月 2日（火）から 
運行再開 

※旭線(大島区)は 1 月 11 日（木）に県道で発生
した土砂崩れに伴い同日から迂回運行 
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２ 被災者への生活支援の状況（令和 6年 11月 29日（金）現在） 

区 分 件数等 備 考 

被害家屋調査 

住家 982件 ・調査開始日：1月 3日 

・調査体制 

最大：7班、17名 住家以外 141 件 

被災建築物応急危険度判定 120 件 

・調査期間：1月 2日～10 日 

・調査体制：1月 10 日をもって終了 

 最大：4班、8名 

赤（危  険）：37 

黄（要注意）：36 

緑（調査済）：47 

・被災建築物に関する相談を実施 

被災宅地危険度判定 2件 

・調査日：1月 2日 

・調査体制：1組、3名 

 赤（危  険）：1 

黄（要注意）：1 

・被災宅地に関する相談を実施 

罹災証明書の発行 1,481 件 

・発行開始日：1月 4日 

・窓口体制 

木田庁舎及び各総合事務所 

仮置場への災害ごみの搬入 

（クリーンセンター入口付近） 
1,661 台 

・支援開始日：1月 5日 

・支援終了日：5月 2日 

ブルーシートの配布 

153 件 

・支援開始日：1月 5日 

・支援体制 

営繕室窓口にて配布 

被害家屋調査時に配布 

応急危険度判定時に配布 

被災建築物相談時に配布 

※1月 10日までは上越市総合体育館で配布 

495 枚  
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３ 避難所初動対応職員からの聴き取り結果 

 ○ 調査期間：令和 6年 1月 22日（月）～1月 26日（金） 

○ 調査対象：避難所開設に携わった職員 321人 

○ 調査方法：アンケートによる 

○ 調査項目：避難所開設に当たり感じた課題について自由記述 

【主な意見等】 

⑴ 開設対応 

・開錠できる施設職員の到着が遅れたため、避難者が外で待機せざるを得なかった。

町内会や市職員の合鍵の所持などの検討が必要である。 

・津波警報が出たとき、市の職員がすぐに避難所へ参集できない場合があることを、

事前に伝える必要があると感じた。 

 

⑵ 運営対応 

・津波警報が発令されていたため、初動対応職員はすぐに参集できなかったが、住

民だけで避難所の開設、運営ができていた。事前の打ち合わせと訓練をしておけ

ば職員がいなくても避難所が開設できることが確認できた。 

・避難している人がたくさんいて、職員だけでは対応しきれなかった。町内役員の

協力があってこそ乗り切れた。 

・280 人の外国人の方が避難所へ来られたが、日本語が分からない方がほとんどで

あり、情報伝達の方法など対応方法について検討と改善が必要である。 

・ペットを連れて避難してきた方もおり、事前にどのスペースに避難してもらうか

決めておく必要があると感じた。 

 

⑶ 施設管理 

・今年は降雪量が少なかったが、それでも体育館の入口は雪で覆われていて、出入

りが難しかった。足が不自由な人は入れないのではないかと感じた。夜間は明か

りも不足している。 

 

⑷ 備蓄品 

・ラジオが手動と電池で動くタイプの物であり、電池もなく、手動で発電させても

使えなかった。また、小型であるためか受信機能も良くなく、情報収集が出来な

かった。情報収集手段の拡充が必要である。 

・市の職員や地域の防災担当者が誰か一目で分かるようにビブス等があるとよいと

感じた。 

 

⑸ 情報 

・避難所と本部の連携が全くなかった。定時の避難者報告を求められるだけで、本

部の情報や災害の発生状況は全く連絡がなく、地域の人に聞かれても、最前線で

「わかりません。承知していません。」しか答えられなかった。 

・ラジオの電波が悪く情報収集が難しい。テレビもないので何らかの形で情報共有
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できるようにしてほしい。 

・職員連絡メールが津波情報や地震速報のメールに埋もれてしまっていたため、職

員間の連絡ツール等、別の方法で連絡がもらえるといいと感じた。 

 

⑹ 職員配置 

・自宅から避難所が遠く、参集するまでに時間が掛かるため、事前の避難所初動対

応職員と町内会、施設管理者の打合せの必要性を感じた。 

・交代要員の確保。会計年度任用職員を予備要員として、位置付けておくとよいの

ではないか。 

 

⑺ その他 

・避難所は、なんでも用意されており、快適に過ごせると考えている人が多いよう

に思う。危機が去るまで一時的に滞在する場所であり、最低限の物資しかないと

いう認識を共有したほうが良いと思う。 
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４ 令和 6年 2月 7日開催 市議会全員協議会資料 抜粋 

 

課題検討に向けた視点等 

【基本的考え方】 

○ 今回の能登半島地震に関し、当市においては、過去の中越沖地震、長野県北部地震に

おける被害の状況等とは異なり、地震だけではなく津波の同時発災に直面したほか、住

家や事業所が集積する市街地・海岸部で多くの被害が発生したところである。 

○ 今後の災害に備えていくためにも、これらの状況とともに、時間の経過により明らか

になった津波の規模など今回の地震がもたらした事象や、当日の市内各地の実情などを

踏まえ、発災時の避難を呼びかける情報発信や避難の在り方等について、改めて検証し

ていくべきものと考えている。 

○ 検証に当たっては、今回の地震における各種の対応について、庁内での議論を進めて

いくとともに、町内会や自主防災組織、関係機関との間で、一連の対応を振り返りなが

ら、それぞれが持ち合わせる様々な情報や課題認識を共有し、今後採るべき方策を検討・

整理していくことが必要と考えている。 

○ なお、検証を進めていく中にあっても、市民への周知啓発など直ちに対応すべきもの

と、実施に時間を要するものを見極めながら、前者については適宜実施していくものと

する。 

 

【課題検討に向けた視点】 

○ 情報発信 

  防災行政無線などによる指定避難所開設情報や市民が災害時に取り得る行動等が、

適切に伝達できたかなど、速達性や伝わり方等について検証を行い、避難方法等に

関する適切な情報発信や市民の理解が一層深まる周知方法の在り方等について検討

を行う。 

〈主な検証のポイント〉 

…防災行政無線（屋外拡声子局・戸別受信機・防災ラジオ）を通じた放送、安全メー

ル・ＳＮＳ等の発信のタイミング・内容など 

…要配慮者（高齢者、障がい者、外国人、妊婦など）や市内滞在者（旅行者など）へ

の効果的な情報伝達の在り方 

○ 住民避難 

 津波の避難方法は「原則、徒歩で避難」を方針とする中で、自家用車での避難

によって幹線道路に渋滞が発生した事象とともに、津波災害に直面した避難所の

開設状況等について検証を行い、災害の種別、発生時期を踏まえた避難行動や避

難所開設・運営の在り方等について検討を行う。 

 〈主な検証のポイント〉 

…「原則、徒歩での避難」を基本とする中での、避難行動要支援者等に対応した自家

用車避難の在り方 

…指定避難所開設に要した時間、備蓄品の提供状況、避難者の誘導など 
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…ハザードマップ研修、市総合防災訓練、各自主防災組織の訓練などの在り方 

…津波などハザードマップの効果的な市民への周知方策 

 

○ その他 

…情報媒体（テレビ、インターネット、ＳＮＳなど）を活用した情報収集の在り方 

…住宅の耐震化の促進 

 

【関係機関との連絡・調整】 

○ （仮称）能登半島地震連絡調整会議の開催 

2月中旬、関係機関、学識経験者等が参加する会議を開催し、直近の復旧状況や今

後の見通しを共有するほか、最新の知見を踏まえ、津波被害から身を守るための避

難行動等について市民へ発信していく。 

   《参加予定》 

新潟大学災害・復興科学研究所、新潟地方気象台、国土交通省高田河川国道事務所、 

新潟県（防災局、上越地域振興局）、上越市 ほか 
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５ 令和 6年能登半島地震における自主防災活動の実態調査結果 

 

目的：令和 6 年能登半島地震における各町内会の取組状況や課題等を把握し、今後   

の災害への対策の参考とすることを目的とする。 

概要：調査対象は町内会 

調査依頼日は令和 6年 1月 23日（火） 

回答期限は令和 6年 2月 9日（金） 

 

【集計結果】 

回答町内会数：799（回答率 97.3％） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 実施した防災活動の内容は何ですか。 

※複数選択可 

回答数：524 

・避難の呼びかけ、誘導         

・町内会が決めている一時集合場所開設       

・市が指定する避難所への避難         

・避難者への食事や居住スペースの提供 

・安否確認    

・町内巡回、点検   

・警戒活動 

・被害の取りまとめや市への報告 

・その他（             ） 

 

 

⑴ このたびの災害において、町内会

（自主防災組織）で防災活動を行い

ましたか。 

回答数：799 

実施した    530 

実施してしない  269 

 

 

128

177

121

27

379

475

82

137

35

避難呼びかけ、誘導

町内一時集合場所開設

指定避難所への避難

避難者への食事等提供

安否確認

町内巡回、点検

警戒活動

被害取りまとめ、報告

その他

実施した

530

66%

実施していない

269

34%
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21

52

18

223

33

役員が集まらない

個人に対応をまかせる

何をしたらいいか不明

被害がないため

その他

⑶ 実施しなかった理由は何ですか。 

※複数回答可 

回答数：266 

・役員が集まらなかったため 

・個人に対応を任せているため 

・何をしたらよいかわからなかったため 

・被害がなかったため 

・その他 （              ） 

 

 

 

⑷ 避難行動要支援者に対して、実施した支援はありますか。 

※複数回答可 

回答数：749 

・避難の呼びかけ ・ 避難支援（車いすやリヤカーによる搬送や避難の同行など） 

・安否確認    ・ 親類や支援する人への連絡 

・その他（        ）  ・実施していない 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（抜粋） 

・足が不自由で避難所へ行けない人

に自宅待機を促した。 

・外に出られるようにドアを開けて

おくように指示 

・落ち着くまでの付添い 

・困りごとの確認を行った 

 

105

33

450

23

39

271

避難の呼びかけ

避難支援（車椅子等）

安否確認

親類等への連絡

その他

実施していない
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⑸ 普段の訓練どおりに活動することが

できましたか。 

回答数：514 

(両方に回答した町内会：18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 特に困難や問題と感じた点は何ですか。 

※複数回答可 

回答数：730 

・情報が入ってこない    ・住民が避難しない 

・避難先がわからなかった    ・バラバラに行動していた 

・町内で被害が多発した    ・人手が不足した 

・避難に時間を要した    ・食料、物資（暖房含む）が不足した 

・その他（           ） ・特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（抜粋） 

・年々、役員が高齢化している。 

・各家庭で施錠されていたため、安否確認が

できなかった。 

・町内会館の耐震性に不安がある。 

・ペットの問題があった。 

・津波避難の呼びかけでパニックになった。 

・避難場所閉鎖のタイミングがわからない。 

・避難しない人が多かった。 

・避難先が寒かった。 

 

 

172

104

25

109

6

47

9

35

113

396

情報が入ってこない

住民が避難しない

避難先がわからない

バラバラな行動

町内で被害多発

人手が不足

避難に時間を要した

食料や物資不足

その他

特になし

〇活動できた町内会の意見 

・町内点検や要支援者の安否確認がスム

ーズにできた。 

・防災研修を実施した成果があった。 

・マニュアルをもとに臨機応変に行動で

きた。 

・訓練が功を奏した。 

〇活動できなかった町内会の意見 

・訓練を実施していなかった。 

・役員が集まらなかった。 

・集合の基準が明確でなかった。 

・津波警報によりバラバラの行動となっ

た。 

 

活動できた

253

49%

活動できな

かった

261

51%
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⑺ 今後、自主防災組織で取り組みたいことはありますか。 

※複数回答可 

回答数：750 

・避難訓練（ 地震 ・ 津波 ） ・初期消火訓練     

・救護訓練            ・避難行動要支援者関係訓練  

・避難所開設運営訓練       ・ハザードマップの確認 

・防災資機材点検、取扱訓練    ・防災資機材の整備 

・防災啓発活動                   ・連絡網作成、更新 

・マニュアルの作成              ・町内の危険箇所確認 

・その他（具体的に         ） ・特になし 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（抜粋） 

・津波における避難場所の

検討 

・原発避難を想定した訓練 

・各家庭への住宅用火災警

報器の設置 

・「避難」の札を各家庭に配

布 

・避難所の周知とルート確

認 

 

 

329

156

114

78

197

100

106

114

111

157

179

74

122

49

141

避難訓練（地震）

避難訓練（津波）

初期消火訓練

救護訓練

避難行動要支援者関係訓練

避難所開設運営訓練

ハザードマップの確認

防災資機材点検、訓練

防災資機材の整備

防災啓発活動

連絡網作成、更新

マニュアルの作成

町内の危険箇所確認

その他

特になし
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⑻ 今後、必要と思われる資機材等があれば教えてください。 

※特に該当するもの 3つ選択可 

回答数：734 

・情報収集、伝達用具（トランシーバー、無線機等）  

・避難所用具（暖房、毛布等）     ・搬送用具（車いす、リヤカー） 

・救出用具（工具セット、ジャッキ等） ・救護用具（ＡＥＤ、救護セット等） 

・本部用具（テント、発電機等）       ・衛生用具（簡易トイレ、消毒等） 

・給食、給水用具（煮炊鍋、備蓄食料） 

・その他（具体的に      ） ・ 特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（抜粋） 

・町内会館に防災ラジオ設置 

・非常用持出袋の準備 

・階段用リフト 

・携帯充電器 

・冬用搬送そり 

 

 

 

171

287

146

28

135

93

219

157

55

231

情報収集用具（無線等）

避難所用具（暖房、毛布）

搬送用具（車いす）

救出用具（ジャッキ）

救護用具（ＡＥＤ）

本部用具（テント）

衛生用具（簡易トイレ）

給食、給水用具

その他

特になし
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〇 このたびの災害において、うまくいったことや失敗したことなど、他の町内会に

も参考になる事例があればお書きください。（意見抜粋） 

【うまくいったこと】 

・町内の地図に高齢者世帯を記載し、安否確認に活用したが、有効であった。 

・事前に災害時の役員行動リスト・シートを作成し、地震を想定した初動訓練を実

施していたため、円滑かつ迅速に行動できた。 

・訓練や啓発活動が生き、災害発生時の町内行動マニュアルにそって対応ができた。 

・日ごろの訓練と点検等により防災意識を高めていたため、役員が自発的に参集し

てくれた。 

・地域支援者等の声掛けや協力により、要支援者をおんぶ、車いす、自力などで避

難させることができた。 

・要支援者リストは役に立った。今回の経験をもとに再点検をしたい。 

・高齢者、車いす生活の人たちを町内の人たちの協力で助けられた。 

・町内の防災士が町内会館に集合し、被害状況を収集してくれた。 

・町内の防災士と連携して、避難所開設ができた。 

・消防団との連携により、情報収集がうまくできた。 

・神社に電気、水道、トイレ、暖房器具、畳敷きがあり、高齢者には都合よかった。 

 

【うまくいかなかったこと】 

・自主防災組織はあるが、はっきりとした連絡網が作成されていなかった。 

・本部の設置に手間取り、伝達がスムーズにいかなかった。 

・町内会役員の交代が 1 月 1 日のため、新役員相互の情報共有ができていなかっ

た。 

・避難訓練を行っていなかったため、各自対応となってしまった。震度 5弱以上で

の行動計画を作成する必要がある。 

・携帯電話がつながらなくなり、担当者間の連絡がスムーズにいかなかった。 

・安否確認について、町内役員で分担できればよかった。今後は緊急連絡先を作成

する。 

・避難判断基準が町内で十分に周知されていない。 

 

【その他】 

・津波が関川を遡上することになるとは考えていなかった人が多かった。 

・海側の高台に避難する訓練を行っていたが、海へ向かうことをためらって南へ避

難した人が多くいた。 

・平日や夜間、冬の災害であったらどう対応するか町内で検討していきたい。 

・高台へ避難する際に急な坂を登れない人を見かけたので、車いすがほしい。 
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〇 その他ご意見やご要望等をお書きください。（意見抜粋） 

【避難所について】 

・避難所開設に時間がかかった。鍵所持者の増員と保管場所等の見直しが必要。 

・水、食料、毛布、暖房器具、燃料、マットレス等、避難所の物資が不足した。 

・避難所マニュアルは役に立たなかった。現実に即した見直しが必要である。 

・季節によって避難所対応を考えるべきである。 

・大勢の避難者が来た時の物資の配布方法や避難所での情報収集の手段が課題である。 

・市職員の避難所担当者、施設管理者の対応には時間がかかりすぎである。 

・避難所運営について、施設管理者、市職員、自主防災組織との早期打合せが必要。 

・情報入手のためにテレビが必要である。 

・市職員にベストを着用させ、役員とわかるようにしてほしい。 

・避難者名簿がなく、家族を探すのに苦労した。 

 

【訓練について】 

・避難行動要支援者に対して、誰が、どんな支援が必要なのか事前に決める必要が

ある。 

・季節や時間帯を考慮した訓練を考える必要がある。 

・避難所運営体制の強化と町内会による支援の検討。 

・地域の実情を踏まえた避難計画の作成と訓練の実施。 

・市全体で津波発生時の避難訓練が必要。 

 

【情報伝達について】 

・市からの情報が不足した。 

・防災行政無線及び屋外拡声スピーカーが聞こえづらい。 

・避難所開設の情報を早く出してほしい。 

・防災行政無線による混乱を避けるため、アナウンスの仕方を考えてほしい。 

・安全安心メール等で市内の情報を伝えてほしい。 

 

【避難について】 

・町内で定めた避難所以外の場所に避難される方がいた。 

・情報不足と地域別避難指示が無かったので、大渋滞が発生した。 

・防災行政無線の効果（地震＝津波）があまりにも大きく、町内で実施している「避

難訓練」が全く生かされなかった。 

・津波からの避難解除の判断が難しかった。 

・町内の海抜に応じて、どの警報が出たら避難が必要かを具体的に連絡しておかな

いと、避難の呼びかけで交通渋滞が発生すると思われる。 
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【自主防災活動について】 

・自主防災組織の活動継続が必要である。 

・定期的に啓蒙活動を実践していきたい。 

・災害の規模に応じて、参集基準や避難方法、資機材を見直す必要がある。 

・弱者への声かけや避難支援ができなかったので、避難訓練で追加したい。 

・ハザードマップで危険度を確認していない人が多い。本当に避難が必要な人への

円滑な避難行動の観点からもハザードマップを学ぶ機会を設けたい。 

・原子力災害の勉強会を参考に、地震発生時の避難訓練を実施したい。 

・海抜表示シールと避難先を箇条書きしたものを各世帯に配布したい。 

・地域の防災士とともに訓練や座談会を行い、防災体制の強化を図りたい。 

・市職員が避難所を開設できないような場合の対応を避難所運営委員会で確認を行

い、確実に避難所が開設できるようにしたい。 

   

【市への要望】 

・モデル的な訓練や研修を企画してほしい。 

・防災資機材購入に対する補助を希望する。 

・津波避難タワーや防災拠点整備等のハード面と、防災啓発のために専門家の講習

会や要支援者の避難方法検討など、ソフト面も含めて支援してほしい。 

・耐震補強が必要な家屋が多く、補助金などの対策が必要。 

・防災訓練をやりたいのでアドバイスしてほしい。 

 

【その他】 

・日頃から水や食糧の確保及びすぐに持ち出せる非常袋の用意が大事だと思う。 

・町内の避難所の耐震性が心配である。 

・個人単位、家族単位の「防災」をもっと重要視した防災体制を考えていきたい。 

・講演やデータ公表で正しい知識を周知すれば、間違った避難を防げるのではない

か。 
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６ 令和6年能登半島地震連絡調整会議の開催 

⑴ 目的 

能登半島地震の災害復旧状況について、関係機関で情報共有するとともに、今回

の津波と今後の想定される津波等についての理解を深めるため、学識経験者、関係

機関から意見を聴取する。 

 

⑵ 内容 

  ・各機関から被災状況及び対応状況の説明 

  ・今回の津波と今後想定される津波等について 

 ・意見交換 

 

⑶ 連絡調整会議で示された見解など 

 ○ 新潟大学 災害・復興科学研究所 

・今回の地震は、F42断層の「割れ残りの断層」が動いた可能性が高い。 

・F41断層で想定している津波規模を超えることはないと考える。 

・避難行動要支援者など、車での避難が必要な方については、自助共助のもと、

車の活用も検討する段階にある。 

・観光客向けに直江津海水浴場から上部の道路へ避難するための階段の設置を検

討してはどうか。 

・珠洲市では、倒壊した家屋が道路を塞いでいたため、耐震化も重要である。 

 ○ 国土交通省 高田河川国道事務所 

・国道8号線の土砂崩れは、上部岩塊の崩壊により延長80ｍ、崩壊土量は1万4,000

㎥という規模である。1月21日（土）10時に応急復旧が完了し、交通開放してお

り、現在は本復旧に向けた準備を進めている。 

 ○ 気象庁 新潟地方気象台 

・地震活動は非常に活発な状態が続いており、能登半島地震についてもまだ、引

き続き注意が必要である。気象庁では、今後、1、2週間程度は5弱程度以上の地

震に注意という呼びかけをしている。 

 ○ 新潟県 防災局 

・耐震化と火事が地震において非常に重要である。まずは耐震化をして倒れない

ようにする、そして火事を出さないようにすることを啓発する必要がある。 

 ○ 新潟県 上越地域振興局 

・直江津港で岸壁や道路や荷さばき地などが、液状化によって被害を受けた。ま

た、主要地方道の上越安塚柏崎線では、道路が崩落して現在も全面通行止めと

なっており、早期の復旧に向けて取り組んでいる。 

 ○ 上越市 

・原則は徒歩による避難、これは原則論として、今回の津波により車を使った避

難を検討する段階であると考える。対象者の絞り込みや経路、目標地点を考え

ながら、いかに有効な避難行動につなげていくかを市民と話し合いながら訓練

し、周知を図っていく。 
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⑷ まとめ 

能登半島地震の発生後、「割れ残り」という言葉と共に、佐渡西方沖にある F42断

層が動く可能性や津波の規模に関する情報が報道された。 

当市が津波ハザードマップで想定している津波は、上越・糸魚川沖にある F41断

層が引き起こす、マグニチュード 7.6の地震による最大規模で最悪の被害となる津

波であり、仮に「割れ残り」と報道された F42断層を震源とする地震が発生したと

しても、津波の到達時間や浸水深は、当該ハザードマップの想定を超えるものでは

ない。 

車での避難が必要な方への支援方法について、具体的に検討を進めるとともに、

市民への情報発信を強化し、不安を解消できるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関係機関により情報共有や意見交換を行った連絡調整会議 

連絡調整会議の意見を踏まえ設置した津波からの避難階段 
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７ 沿岸部町内会との意見交換会の開催 

⑴ 目的 

能登半島地震の発生に伴い、市民が取った避難行動や自主防災組織が行った対応

などをお聞きし、その内容を整理・検証した上で、上越市津波避難計画の修正など

必要な対策を進めるため、沿岸部9地区263町内会を対象に意見交換会を実施した。 

 

⑵ 内容 

  ・能登半島地震に伴う市の対応について説明 

  ・意見交換 

 

⑶ 参加者 

  町内会長、防災担当（防災士等）、上越警察署、上越消防局及び消防団員 

 

⑷ 開催日時・参加人数等 

 実施日 地 区 会 場 
対象 

町内会数 

参加 

人数 

1 
3月26日 

（火） 
直江津地区 レインボーセンター 22町内会 36人 

2 
5月7日 

（火） 
大潟区 大潟コミュニティプラザ 22町内会 36人 

3 
5月14日 

（火） 
頸城区 ユートピアくびき希望館 55町内会 62人 

4 
5月22日 

（水） 
五智地区 レインボーセンター 15町内会 25人 

5 
5月24日 

（金） 
名立区 名立地区公民館 35町内会 23人 

6 
5月28日 

（火） 
八千浦区 八千浦交流館はまぐみ 10町内会 22人 

7 
5月29日 

（水） 
柿崎区 柿崎地区公民館 57町内会 57人 

8 
5月30日 

（木） 
有田区 カルチャーセンター 25町内会 25人 

9 
6月4日 

（火） 

  谷浜・ 

  桑取区 

谷浜地区多目的研修 

センター 
22町内会 29人 

合 計 263町内会 315人 
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⑸ 市民から寄せられた主な意見 

①情報発信について 

・防災行政無線が聞こえず、情報が入ってこなかった。 

・消防団が津波からの避難を呼びかけてくれたが、具体的にどこへ避難してよい

かわからなかった。 

・指定避難所での情報収集の手段がラジオ、ＳＮＳに限られていた。テレビを設

置してはどうか。 

②避難行動について 

・車で避難する人が多く、各所で渋滞が発生した。もう少しハザードマップを周

知してほしい。 

・ハザードマップは、最大級の被害想定で着色されていない地域では逃げる必要

はないことをきちんと伝えてほしい。 

・津波から逃れるため駅の跨線橋へ避難してもらい、その後、余震を想定して指

定避難所への避難を促したが、正しい判断であったのか助言いただきたい。 

③避難所について 

・指定避難所へ避難したが開いていなかった。あらかじめ施設管理者と話合いを

しているのか教えてほしい。 

・発災後、初動対応職員が指定避難所へ速やかに参集することができず、避難所

内での意思決定を行うことができなかった。 

・市の職員であることがわかるようベストを着用してもらいたい。 

・ペット連れの避難者にはどのように対応すべきか。 

・指定緊急避難場所に市の職員が来なかった。物資の配備もない。避難場所にお

ける市の対応について、よく検討してもらいたい。 

④町内会（自主防災組織）の対応について 

・津波避難のように緊急を要する判断を町内会長に委ねられることがある。命に

かかわる問題であり、町内会長に負担となっている現状を知ってもらいたい。 

・毎年避難訓練を実施していたが、訓練どおり活動できなかった。 

 

 

 

 

 

  

沿岸部町内会による意見交換会（写真左:直江津地区、写真右:谷浜・桑取区） 
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８ 沿岸部町内会とのワークショップ（津波避難の検討会）の開催 

⑴ 目的 

能登半島地震における津波避難の教訓を踏まえ、沿岸部87町内会を対象に、徒歩に

よる避難のほか、避難行動要支援者の車による避難の検討を行い、現行の津波避難行

動計画を見直し、津波避難体制の実効性の向上を図る。 

 

⑵ 内容 

  ・沿岸部住民との意見交換会でいただいた質問への回答について 

  ・津波ハザードマップにおける津波浸水想定について 

  ・津波からの避難方法の方針案について 

 

⑶ 参加者 

  町内会長、防災担当（防災士等）及び民生委員・児童委員 

 

⑷ 検討方法 

  住民ワークショップにおいては、町内会ごとに分かれて、市防災危機管理部職

員も同席し、住民とともに徒歩や車による避難経路や避難方法等を検討した。 

 

⑸ 検討結果 

項 目 町内数 町内会名 

令和2年度に地域別避難行動

計画を作成した町内会のう

ち、修正した町内会 

26 

西本町三丁目、西本町四丁目・御幸町、中央一丁

目・四ツ屋、中央一丁目・旭区、中央二丁目・横

町、中央三丁目・荒川区、中央三丁目・天王町、

中央五丁目・塩浜町、中央五丁目・浜町、住吉町、

港町一、二丁目、市之町、佐内町、松村新田、春

日新田木町、黒井、日之出町、有間川 

【柿崎区】第八区、出羽、直海浜 

【大潟区】渋柿浜、雁子浜、下小船津浜、上小船

津浜、 

【頸城区】西福島一区 

 うち車の避難計画を

作成した町内会 5 

中央五丁目・塩浜町、中央五丁目・浜町、港町一、

二丁目、黒井 

【柿崎区】第八区 

新たに津波避難計画を作成

した町内会 8 

栄町一、二丁目、国府一丁目、国府二丁目、港南

町、下荒浜、遊光寺浜 

【柿崎区】上下浜、馬正面 

 うち車の避難計画を

作成した町内会 
1 下荒浜 
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⑹ 沿岸部町内会とのワークショップ（避難方法の検討会）の開催実績 

①直江津地区 

区分 実施日 会場 参加した町内会 
参加 

人数 

第1回 

5月15日 

（水） 

レインボーセ

ンター 

西本町四丁目・御幸町、中央一丁目・

四ツ屋、中央二丁目・本町、中央四丁

目・福永町、住吉町 

15人 

5月16日 

（木） 

西本町三丁目、中央一丁目・あけぼの、

中央三丁目・天王町、中央五丁目・塩

浜町、栄町一、二丁目、東雲町一、二

丁目 

16人 

5月20日 

（月） 

西本町一、二丁目、中央一丁目・旭区、

中央二丁目・横町、中央三丁目・荒川

町、石橋、石橋一、二丁目 

17人 

5月21日 

（火） 

中央四丁目・沖見町、中央五丁目・浜

町、新光町三丁目、港町一、二丁目、

市之町 

18人 

第2回 

7月1日 

（月） 

西本町一、二丁目、中央一丁目・あけ

ぼの、西本町四丁目・御幸町、中央五

丁目・塩浜町、中央五丁目・浜町、西

本町三丁目 

13人 

7月2日 

（火） 

中央四丁目・福永町、中央三丁目・天

王町、中央四丁目・沖見町、中央三丁

目・荒川町、中央二丁目・本町、中央

二丁目・横町、中央一丁目・四ツ屋、

中央一丁目・旭区、住吉町 

24人 

7月3日 

（水） 

港町一、二丁目、市之町、東雲町一、

二丁目、石橋、石橋一、二丁目、栄町

一、二丁目、新光町三丁目 

20人 

②五智地区 

区分 実施日 会場 参加した町内会 
参加 

人数 

第1回 
8月9日 

（金） 

レインボーセ

ンター 

五智二丁目、五智四丁目、国府一丁目、

国府二丁目 
13人 
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③有田区 

区分 実施日 会場 参加した町内会 
参加 

人数 

第1回 

8月 2 日 
（金） カルチャーセ

ンター 

川原町、春日新田木町 4人 

8月 5 日 
（月） 

港南町、松村新田 7人 

8月 9 日 
（金） 

佐内町会館 佐内町 11人 

④八千浦区 

区分 実施日 会場 参加した町内会 
参加 

人数 

第1回 

8月8日 

（木） 

八千浦交流館

はまぐみ 
黒井、下荒浜、遊光寺浜、西ケ窪浜 16人 

8月21日 

（水） 

五智歴史の里

会館 
日之出町 2人 

⑤谷浜・桑取区 

区分 実施日 会場 参加した町内会 
参加 

人数 

第1回 
7月23日 

（火） 

有間川町内会

館 
有間川 2人 

⑥柿崎区 

区分 実施日 会場 参加した町内会 
参加 

人数 

第1回 
8月6日 

（火） 

柿崎コミュニ

ティプラザ 

第一区、第二区、第三区、第五区、第

六区、第八区、出羽、直海浜、 

上下浜、馬正面 

25人 

⑦大潟区 

区分 実施日 会場 参加した町内会 
参加 

人数 

第1回 
8月8日 

（木） 

大潟コミュニ

ティプラザ 

犀潟、渋柿浜、雁子浜、下小船津浜、

上小船津浜 
11人 

⑧頸城区 

区分 実施日 会場 参加した町内会 
参加 

人数 

第1回 
6月 3 日 
（月） 西福島一区振

興センター 

西福島一区 2人 

第2回 
7月 29 日 
（月） 

西福島一区 3人 
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住民ワークショップ（直江津地区） 
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９ 令和 6年度 上越市総合防災訓練の実施 

⑴ 目的 

① 令和 6 年能登半島地震を受けて、見直し後の津波避難計画に基づく住民避難

及び地震発生に伴う住民避難の実動訓練を行い、避難の実効性を検証するとと

もに、市民の防災意識の高揚を図る。 

② 地域住民と防災関係機関や防災関係機関相互の連携と協力体制の強化を図る。 

 

⑵ 訓練日時 

  令和 6年 10月 12 日（土）午前 8時 00 分から午前 10時 30分まで 

 

⑶ 訓練対象地区 

  上越市直江津区（主会場：直江津屋台会館周辺） 

 

⑷ 訓練想定 

 「10月 12日、午前 8時 00分、上中越沖を震源とする地震が発生。上越市で震

度 6強を観測し、新潟県上中下越の沿岸部に「大津波警報」が発表された。市

内では、津波による浸水被害や家屋の倒壊、土砂崩れが発生している。」 

 

⑸ 今年度の特性（考慮事項） 

① 国（内閣府）との共催による「地震・津波防災訓練」として実施し、訓練前に

住民と行うワークショップや訓練後の振り返りなど、国からのアドバイザー派

遣やコンサルタントによる訓練支援等を受ける。 

② 能登半島地震を受け、見直しを行った一部の町内会を含め、津波避難計画に基

づく避難訓練及び地震発生に伴う避難訓練を本総合防災訓練の主要訓練と位

置付ける。 

※対象町内会：37町内会（指定避難所：7か所、指定緊急避難場所：16か所） 

 

⑹ 訓練前の行事 

時期 内容 備考 

7月下旬 
直江津区町内会長協議会長、教育委員会

（指定避難所関係）との事前調整 
 

7月 23日（火） 第 1回 関係機関等会議 ※書面会議 

8月 2 日（金） 
直江津区内町内会長への訓練概要、ワー

クショップの案内送付 
 

8月 29日（木） 
沿岸部住民とのワークショップ 

（避難方法の検討会） 

※国（内閣府）と 

共同で開催 

8月 30日（金） 第 2回 関係機関等会議 ※対面会議 
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⑺ 訓練概要 

  ① 住民避難訓練（沿岸部住民とのワークショップ（避難方法の検討会）、訓練後

ワークショップ（訓練後の振り返り）を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 指定避難所の開設と避難者の受入れ及び福祉避難所の開設・施設側との受入 

れ連携 

   ・指定避難所の初動対応職員、自主防災組織及び施設管理者連携による開設・

受入れ訓練 

・福祉避難所への避難対象者である要配慮者の避難支援及び受入れ連携訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動車を使った避難（虫生岩戸町内会） 車いすを使った避難（住吉町町内会） 

指定避難所の開設訓練（旧古城小学校屋上） 

防災訓練前のワークショップ（リージョンプラザ上越） 
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③ 関係機関連携訓練及び体験、啓発訓練 

陸上自衛隊、国道交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所、海上保安庁、

新潟県警、上越地域消防事務組合、上越市消防団、応援協定締結団体等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻ 訓練結果 

① 参加者 

   ・沿岸部町内会とのワークショップ 

直江津・五智地区 32町内会（対象 37町内会）    69人 

・住民避難訓練（訓練後ワークショップ含む） 

     直江津・五智地区 29町内会（対象 37町内会） 約 1,900 人 

   ・関係機関訓練 

     陸上自衛隊、新潟県警、上越地域消防事務組合など 42 関係機関等 

                             約 200人 

 

 

釣人救助訓練（上越海上保安署） 

ボート体験（特定非営利法人新潟県災害救援機構） 地震体験（国土交通省高田河川国道事務所） 
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② 成果等 

 ・市と内閣府の共催で、沿岸部町内会とのワークショップや訓練後ワークショ
ップを実施し、参加町内会による訓練の成果や課題等の情報共有を図ること
ができた。 

・事前に関係機関等会議を開催し、担当者と顔の見える関係を構築するととも
に、各種訓練を通じて、協力体制の強化を図ることができた。 

・訓練後の振り返りでは、新潟大学の卜部厚志教授から「上越市が津波に対し

て、車の避難を選択肢に加えたことは大変評価する。なぜ、そのような考え

に至ったかを整理し、記録として残してほしい。その先進的な取組を全国に

発信していきたい。」との講評をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 実施後の関係機関からの意見 

・元日の能登半島地震を受け、津波を想定した実践的な訓練であり、市民の防

災意識の向上を図ることができた。 

・津波時の避難は市民の興味、関心が高く、自主防災、自助の最たる題材であ

り、良好な内容であった。 

・災害対応には様々な関係機関が関わることを改めて感じ、日頃から横のつな

がりが大切だと感じた。 

 

  

防災訓練後のワークショップ（直江津屋台会館） 

一連の取組を通じて町内会で見直しを行った避難経路 
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１０ その他参考資料 

⑴ 指定避難所及び指定緊急避難所の設置数 

区域 
指定緊急避難場所  

 指定避難所数 

合併前上越市 129 56 

安塚区 14 4 

浦川原区 21 5 

大島区 8 4 

牧区 27 5 

柿崎区 20 8 

大潟区 13 5 

頸城区 14 8 

吉川区 12 4 

中郷区 7 5 

板倉区 10 6 

清里区 7 3 

三和区 8 7 

名立区 12 5 

合計 302 125 

 

⑵ 津波ハザードマップ 

・平成 29年 11月に新潟県が公表した津波浸水想定（令和 2年 1月に新潟県による津

波災害警戒区域の指定に伴い確定）に基づき、令和 3年 2月に作成。 

・なお、東日本大震災による甚大な津波被害を受け、内閣府中央防災会議専門調査会

が示した新たな津波対策の考え方（平成 23 年 9 月 28 日（東北地方太平洋沖地

震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告））では、今後の津波対策を

構築するにあたっては、基本的に次の二つのレベルの津波を想定する必要があると

している。 

① Ｌ１津波…発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波 

② Ｌ２津波…発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラス14の津波 

＜上越市のハザードマップ＞ 

想定津波レベル 概要 作成年月 頻度 

Ｌ２津波 国が公表した断層

モデルによる最大

クラスの津波 

令和 3 年 2月 極めて低い 

※発生すれば甚大な被害を

もたらす津波としか表記

されておらず、具体の発生

頻度は示されていない 

                         
14 国の報告書に具体的な記述はないが、地震の大きさや波の高さなどが、科学的知見に基づき想定しうる最大のもの

のことを指すと思われる 
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⑶ 地域別津波避難行動計画 

・上越市地域防災計画津波災害対策編に基づく計画として、地震・津波発生直後から

津波が到着するまでのおおむね数時間から数十時間の間、市民等の生命・身体の安

全を確保するための対策に焦点を絞り、新潟県津波避難計画策定指針を参考に、避

難対象地域ごとに具体的な避難対策や避難経路を定めた計画 

 

⑷ 個別避難計画 

・避難行動要支援者の避難場所や避難方法について、地域の支援者や町内会（自主防

災組織）の人などと一緒に検討した計画 

 

 

現行のハザードマップ 
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令和6年能登半島地震に伴う地域住民との意見交換会
（主な意見・要望に対する回答）

令和7年5月21日
危 機 管 理 課

○　意見交換会の実施日、会場

　直江津地区：令和6年3月26日（火）、レインボーセンター

　五智地区　：令和6年5月22日（水）、レインボーセンター

○　この資料は、直江津地区、五智地区に書面回答したものを基に、本日の直江津区地域

　協議会向けに時点修正したものです。

1　情報発信について

意見・要望 回答

・近隣の東雲町や石橋一、二丁目には、防災
スピーカー（屋外拡声子局）が設置されてい
るが、当町内には設置されておらず放送が聞
こえない。高齢者が多く、また、皆がマスメ
ディアを見聞きするわけではないので、現場
を確認し、防災スピーカーを設置してほし
い。
　　　　　　　　【栄町一、二丁目町内会】

・町内会長から要望を受け、令和6年2月9日に
危機管理課職員が栄町公園に出向き、現場で
スピーカーの音声が聞こえることを確認し
た。
・天候等により聞こえ方が変わる場合もある
ため、屋内では防災ラジオを活用いただきた
い。
・今後、栄町周辺にある屋外拡声子局の高性
能スピーカーへの更新を予定している。

・指定避難所での情報収集の手段がラジオ、
ＳＮＳに限られていた。テレビを設置し
てはどうか。
　　　　　　　【東雲町一、二丁目町内会】

・指定避難所での情報収集の手段について検
討を行い、各指定避難所にテレビを設置する
ことは費用がかさむことから、防災ラジオ1台
を配置した。
・また、令和6年6月に実施した「災害対策本
部及び避難所開設訓練」の中で、気象情報や
市の対応状況といった発災後の追加情報を各
指定避難所に発信する訓練を行った。

・安全メールをもっと活用する方法を考えな
いといけない。
　　　　　　【中央五丁目・塩浜町町内会】

・引き続き、会議や訓練、研修等で安心メー
ルの登録・活用を市民へ周知するとともに、
適時・適切な災害情報の発信に努めていく。

・防災無線による呼びかけや伝達方法が十分
に機能していないため、有効に使えるように
検討いただきたい。
　　　　　　　　　　【五智五丁目町内会】

・天候等により聞こえ方が変わる場合もある
ため、屋内では防災ラジオを活用いただきた
い。

・防災無線で呼びかける際、町内会向けに
「防災対応するように」といった呼びかけを
したらどうか。
　　　　　　　　　　【国府三丁目町内会】

・今後、防災無線による情報発信の内容につ
いて検討していく。

2　避難行動について

意見・要望 回答

・津波避難は徒歩が基本であるが、避難所へ
向かう途中で動けなくなった高齢者がいた。
町内会長として、外へ逃げずに2階へ上がって
くださいと言ってよいものか、迷いがある。
　　　　　　【中央五丁目・塩浜町町内会】

・津波で想定される浸水深は場所によって異
なるが、自宅2階への避難が有効な地区もあ
る。
・地域別に開催した「ワークショップ」にお
いて、住民と共に地域の状況に応じた避難行
動を検討を行った。
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令和6年能登半島地震に伴う地域住民との意見交換会
（主な意見・要望に対する回答）

令和7年5月21日
危 機 管 理 課

意見・要望 回答

・上新バイパスの道路脇に避難できるスペー
スを作る、三の輪台を改良して駐車場のス
ペースとるなど検討をしてほしい。
・高い場所から低い避難場所へ逃げることに
ためらいがある為、ある程度低い場所の区割
りの検討をお願いしたい。
　　　　　　　　【栄町一，二丁目町内会】

・津波避難に関する対策は、課題を検証し、
地域別ワークショップで住民の皆さんと共に
避難場所や経路の見直し等を検討した。
・栄町一、二丁目は、浸水区域外にあり、津
波ハザードマップは最大規模の津波を想定し
て作成していることから、自宅に留まること
で、安全確保が可能と考えている。

・車で避難する人が多く、五智のアンバーパ
スや三の輪台などが渋滞した。津波が来ない
のであれば、もう少しハザードマップを周知
してほしい。
　　　　　　　　　　　【五智新町町内会】

・ハザードマップで着色されていない地域は
逃げなくていいことも含めて周知していきた
い。地域でも防災訓練等で周知してもらいた
い。職員の派遣が必要なら要請してほしい。

・上越斎場側から上がって左にカーブすると
ころで後から避難した人で渋滞してしまうの
で看板を立ててもらいたい。
　　　　　　　　　　【五智六丁目町内会】

・今後検討したい。

・ハザードマップで着色されていない地域は
本当に避難しなくていいのか。知られていな
い活断層もあるが、想定を超えることはない
のか。
・三の輪台の利用について、市ではどのよう
に考えているのか。
　　　　　　　　　　【国府一丁目町内会】

・自然が相手なので100％大丈夫とは言えない
が、津波対策を行う上ではハザードマップが
有効と考えており、最新の知見をもとに県が
平成29年に公表した津波浸水想定に基づき、
最悪のシミュレーション結果により想定して
いる。今回、県では津波浸水想定を見直す考
えはないとのことだが、新しい情報が入れば
皆さんに提供したい。
・三の輪台については、令和7年度から民間事
業所に貸し付け、キャンプ場として利用され
ている。

・ハザードマップには海抜と浸水深の表記が
あるが、住民に対して説明してもわかりづら
い。
　　　　　　　　　　【五智五丁目町内会】

・海抜は標高であり、浸水深はその場所にお
ける地盤からの浸水する深さである。
・五智地区では一部の地域を除き海岸部の高
台が壁となり、浸水しない。浸水が想定され
る場所は津波から逃げる行動を、それ以外の
場所は津波は来ないと理解してほしい。

・三の輪台は高台で多くの車が駐車でき、避
難場所として活用すべきであるが、ロープが
張ってありトイレも使えず管理もされておら
ず避難場所として使えない。
　　　　　　　　　　【小丸山団地町内会】

・浸水の想定されない地区では三の輪台まで
逃げる必要はないので、自宅で安全を確保し
てもらいたい。
・三の輪台の下に位置する「びょうぶ谷野球
場」（指定緊急避難場所）へ避難すること
で、充分津波から避難することができること
から、地域住民の避難先としてはびょうぶ谷
野球場が好ましいと考えている。

・町内に頑丈な建物がない一方、国府小学校
への避難に抵抗がある住民が多くいる。青少
年健全育成センターのような施設を建設する
計画はあるか。
　　　　　　　　　　【国府一丁目町内会】

・新たに施設を建設する予定はない。
・国府一丁目は、浸水想定区域外であり、津
波からの避難の必要はない。その他の災害時
は、急ぐ必要はないので、国府小学校に避難
してほしい。
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令和6年能登半島地震に伴う地域住民との意見交換会
（主な意見・要望に対する回答）

令和7年5月21日
危 機 管 理 課

意見・要望 回答

・平日の昼間に発災した場合、留守の家庭が
多く、取りまとめることが困難であると想定
される。
　　　　　　　　　　【五智四丁目町内会】

・町内で話し合い、平日や休日時の連絡の取
り方について検討をお願いしたい。

・親鸞聖人上陸の地は高台とはいえ沿岸部に
あるため、当町内会は町内会館を避難所とす
る。
　　　　　　　　　　【五智五丁目町内会】

・町内会館が浸水想定区域でなければ避難所
としていただいて構わない。
　また、浸水想定区域外は、避難する必要は
なく、津波ハザードマップをご確認いただき
たい。

3　指定避難所の開設、運営及び指定緊急避難場所の状況について

意見・要望 回答

・駅南と駅北では、指定避難所、指定緊急避
難場所の設置数が不均衡になっている。避難
所の設置場所を改めて検討してほしい。
・新潟労災病院の看護師は、病院が指定緊急
避難場所になっていることを知らなかった。
年に一度でも施設とやり取りしているのか。
　　　　　　　【東雲町一、二丁目町内会】

・駅南地域の避難所の見直しについては、民
間施設の指定を含め、関係町内会や施設管理
者と協議しながら、検討していく。
・改めて、新潟労災病院の担当者と協議し、
病院職員へ周知いただくよう依頼する。

・指定避難所である春日中学校へ避難したが
開いていなかった。施設管理者と話し合いを
しているのか教えてほしい。
　　　　　　　　　【新光町三丁目町内会】

・毎年、4～6月の間で施設管理者とも事前打
合せを行い、鍵の保管場所や開錠方法を確認
している。

・市の職員が駆け付けた指定避難所が何か所
か教えてほしい。
　　　　　　　【東雲町一、二丁目町内会】

・全125か所を開設し、津波浸水地域を除く全
ての指定避難所で、市の職員が対応した。

・避難所の鍵を迅速に開けられるような体制
を整備してもらいたい。
　　　　　　　　【石橋一、二丁目町内会】

・避難所開設の体制を見直した結果、指定避
難所（直江津南小学校）においては近隣住
民、町内会長が鍵を保有し、初動対応職員
（市職員）・自主防災組織・施設管理者の3者
による「事前打合せ」の場で開錠の方法を共
有した。

・指定避難所の鍵を複数持っている町内と、1
本しか持っていない町内がある。鍵の保管の
在り方を考えてほしい。
・市の避難所初動対応職員は毎年のように替
わっており、緊急時に対応ができるのか。
・年度当初に行う「避難所事前打合せ」に加
え「避難所運営訓練」を実施してはどうか。
　  　　　　【中央四丁目・沖見町町内会】

・避難所開設の体制を見直した結果、指定避
難所（直江津小学校）においては、四ツ屋、
旭区、住吉町の各町内会長が玄関の鍵を保有
し、初動対応職員（市職員）・自主防災組
織・施設管理者の3者による「事前打合せ」の
場で開錠の方法を共有した。
・毎年4月に、避難所初動対応職員への研修や
訓練を行っており、緊急時の対応に備えてい
る。
・令和6年6月に「災害対策本部及び避難所開
設訓練」を実施し、3者による避難所開設準備
や発災後の追加情報の共有を行った。

3／5



令和6年能登半島地震に伴う地域住民との意見交換会
（主な意見・要望に対する回答）

令和7年5月21日
危 機 管 理 課

意見・要望 回答

・レインボーセンターには、発災後、初動対
応職員が速やかに参集することができず、避
難所内での意思決定を行うことができなかっ
た。
・来年度の事前打合せでは、初動対応職員が
参集できなかった場合の避難所開設、運営方
法について決めてもらいたい。
　　　　　　【中央一丁目・四ツ屋町内会】

・津波浸水想定区域内の避難所には職員が参
集できないこともあるため、その場合は、避
難した町内会長や防災士等で意思決定を行う
ことになる。
・市職員が不在の場合の対応については、津
波災害対応の検証結果を踏まえ、市の避難所
マニュアルを一部見直し、初動対応職員（市
職位）・自主防災組織・施設管理者のいずれ
かが開錠することに改めた。

・旧中央保育園を指定緊急避難場所（津波避
難場所）としておきながら、市の職員は誰も
来なかった。物資の配備もない。避難場所に
おける市の対応について、よく検討してもら
いたい。
　　　　　　　【中央二丁目・横町町内会】

・指定緊急避難場所は、命を守るための一時
的な避難場所であるため、初動対応職員や備
蓄品を配備しないことをご理解いただきた
い。

・地震当日はえびす神社境内に多くの方が避
難し、トイレや道端に停めている車の問題が
あった。今後は、車による事故を防ぐために
通行止めにすることも考えている。要配慮者
に対して避難を促したものの、迷惑だったと
いう意見もあり、我々がどこまで支援できる
のか、考えなければならない。
　　　　　　【中央四丁目・福永町町内会】

・地域で定めた地域別津波避難行動計画で
は、えびす神社周辺の道路を避難場所として
いるため、通行止めの対応が必要であり、市
としても同計画に反映すべきと考えている。
・避難行動要支援者の避難についても、今後
の地域別ワークショップ等において、地域と
共に対策を検討していく。

・災害時は指定避難所のガラスを割って入っ
てもいいのか。
・備蓄品の配備基準は統一されているのか。
また、誰の判断で使用するのか。
　　　　　　　　　　【五智五丁目町内会】

・今回、津波からの避難時間が短く、鍵を保
有する者が到着する前に多くの方が避難した
のでやむを得ずガラスを割って入ったもの
で、緊急時は仕方ないと考える。
・備蓄品は過去の災害の避難実績から居住人
口の10％を想定し準備している。スペースの
問題もあるので足りない場合には、集中保管
している施設から配送する。使用の判断は、
毎年実施している避難所打合せにおいて、職
員の指示を待つことなくその時の状況で判断
してほしいと周知しているので、自主防災組
織の皆さんで判断し、使用していただいて問
題ない。

4　町内会（自主防災組織）の対応について

意見・要望 回答

・津波避難のように緊急を要するような判断
を町内会長に委ねられることがある。命にか
かわる問題であり、町内会長に負担がかかり
すぎてる現状を知ってもらいたい。
　　　　　　【中央三丁目・天王町町内会】

・災害発生時の避難は、全ての住民が対応で
きるよう、地域別避難行動計画等に基づいて
行動していただきたいと考えている。
・緊急時の対応は、町内会長1人に負担がかか
らないよう、自主防災組織内で役割分担を検
討し、共助の取組を進めていただきたい。
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令和6年能登半島地震に伴う地域住民との意見交換会
（主な意見・要望に対する回答）

令和7年5月21日
危 機 管 理 課

意見・要望 回答

・各々がバラバラに避難したが、お互いに連
絡を取り合ってうまく避難できた。
・三の輪台まで行かなくてもびょうぶ谷野球
場が避難場所として使えるのではないか。
　　　　　　　　　　  【虫生岩戸町内会】

・指定避難所の国府小以外に高台や神社の境
内など命を守るために一時的に避難する指定
緊急避難場所についても住民に周知していた
だきたい。また、地域別避難行動計画の見直
しも検討していただきたい。

・びょうぶ谷野球場はロープがされていて入
れないのではないか。
・Ｆ41断層がずれて津波が起こる心配をして
いるが、地震による家屋の倒壊や平日夕方で
子どもが下校中など条件の悪い想定をしてい
るのか。
　　　　　　　　　　【国府一丁目町内会】

・びょうぶ谷野球場は冬季以外の期間は常時
開放している。冬季期間は仮設のバリケード
を設置しているが、緊急時は容易に移設可能
となっている。
・うみがたりの駐車場には24時間警備員がお
り、非常時は開放してくれる。
・震度5弱以上で指定避難所を自動開設するの
で、一人暮らしの方で余震が心配な人は市が
指定する避難所へ避難してもらいたい。
・地震の想定は、地域防災計画で高田平野東
縁及び西縁断層による被害として、冬季の夕
方6時の最悪の事態を想定しており、屋根雪に
よる建物倒壊や火災による延焼被害など悪条
件での被害を想定している。

・避難所に表示看板はあるのか。
　　　　　　　　　  【五智五丁目町内会】

・指定避難所には表示看板がある。指定緊急
避難場所付近には誘導看板はあるが、指定緊
急避難場所自体に表示看板はない。必要な場
所があれば市へ相談してほしい。
・指定緊急避難場所には職員は派遣せず物資
もないので、状況を見て指定避難所へ移動し
てもらうようお願いしたい。

・震度5弱で避難所が自動開設するとはどうい
うことか。
　　　　　　　　　  【五智一丁目町内会】

・市内で震度5弱以上の地震が発生した場合、
市職員が全指定避難所の開設に向かうという
ことである。ただし、津波警報等が発令時は
浸水想定区域にある指定避難所には安全面か
ら警報解除後に職員を派遣することになるの
で、地域の皆さんで対応いただきたい。

5　その他

意見・要望 回答

・町内に溜池が3カ所ある。今回の地震の際、
排水路に濁った水が排出されていた。震度5強
以上の地震の場合大丈夫か。
 　　　　　　　　　 【国府一丁目町内会】

・溜池の決壊による浸水区域はため池ハザー
ドマップで想定されている。地震だけでなく
豪雨等により溜池の決壊の恐れがある場合
は、ため池ハザードマップを基に避難行動を
とってください。

5／5



①

②

③

④

⑤

⑥

直江津区地域協議会の確認事項について

令和 6 年能登半島地震における自主防災活動の実態調査によると、このたび

の災害において、回答数799町内会のうち269町内会が防災活動未実施で、理

由の7割が被害がないためと回答している。実施していない町内会への働きか

けなどは考えているか。

行政と地域と防災士会直江津支部の現在の連携状況や、連携に向けた取組を

知りたい。

地域の企業向けに防災意識を高める取組等は行っているのか。 昨年度の取組は、令和6年6月に商工会議所主催のBCPセミナーで市から災害

への備えについて説明したほか、令和6年4月、7月に防災アドバイザーによ

る防災講話を実施した。

避難所の開設・運営を円滑に行うため、毎年、避難所運営に携わる関係者

（自主防災組織や施設管理者など）による事前打合せを行っている。打合せ

には防災士会にも参加を呼びかけ、関係者の連絡先や参集基準、鍵の保管場

所等をまとめた「避難所情報台帳」を作成し、情報を共有している。

今年度は防災士会直江津支部と連携して、町内会長や防災士を対象にハザー

ドマップの活用方法や避難行動要支援者に関する研修を実施する予定。

回答項目

直江津区の自主防災組織で活動が停滞している組織はあるか。また、活動し

ている自主防災組織は具体的にどのような活動を行っているか。

市への確認事項

1　自主防災組織の状況について

防災活動を実施していない町内会には、防災アドバイザー（防災士）の派遣

や防災資機材整備補助金の活用のほか、町内会長や防災士に対する研修の機

会や市の広報紙などを利用して訓練実施を呼びかけている。

なお、直江津区の町内会で回答のあった36町内会すべてが防災活動を実施し

たという結果だった。

直江津区の全37町内会のうち、過去3年間活動がなかったのは1町内会で、参

加者が集まらないとの理由で実施していない状況。

R6年度に防災活動を実施した33町内会における主な活動内容は、避難訓練を

23町内会、避難行動要支援者に関連する訓練を12町内会、防災資機材の取扱

訓練を10町内会が行っている。

避難行動要支援者の個別避難計画の作成ができている町内は直江津区でいく

つあるか。また、そのうち10月の総合防災訓練で避難が実施できた町内会は

いくつあるか。

避難行動要支援者の個別避難計画は、直江津区の全37町内会で作成済。この

うち、市内で震度6強を観測し、新潟県上中下越に「大津波警報」が発表され

た想定のもと実施した令和6年10月の市総合防災訓練では、港町一、二丁目

などで個別避難計画に沿った避難を行ったが、同計画に沿って避難を実施し

た町内の総数は把握していない。

津波緊急避難場所への誘導表示について、設置状況を確認したい。 沿岸部（柿崎区、大潟区、直江津区、谷浜地区、名立区）にある津波緊急危

難場所への誘導表示を電柱に設置しており、その数は合計90か所ある。

2　防災意識の啓発について



直江津区地域協議会の確認事項について

回答項目 市への確認事項

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

避難所への避難者数を住民の1割程度と想定しているとのことだが、この想定

の見直し等を行う予定はあるか。

避難所への避難者数は、上越市地域防災計画における防災アセスメント調査

を基に人口の概ね10％を想定しており、現在のところ見直しの予定はない。

住民一人一人の防災意識を把握した資料等はあるか。 市民の防災意識を把握するアンケート等は実施していないが、市が総合計画

を改定する際に実施している「市民の声アンケート」では、「防災」施策に

関する「満足度」と「重要度」を聞いている。直近では令和4年4月に公表

し、市ホームページに掲載している。

避難所の備蓄品について、備えたり管理したりを誰がどのように行っている

のか。

市では気象庁の津波警報が解除され津波注意報に切り替わるまでは避難指示

は解除できない。SNSや実際起きている余震の状況を確認していただき、最

終的には個人の判断となってしまうことをご理解いただきたい。

一時的に身の安全を確保する指定緊急避難場所を五智地区に6か所設けてお

り、現在のところ代替案はない。

一次避難場所が高台にある町内がある。外のため寒さや荒天の場合など長時

間に渡っての避難は困難であるが、その場での避難解除の判断はいつ、だれ

がするのか。また、一時避難場所の代替案はあるか。

五智地区の指定避難所を増やす予定はないか。 五智地区の指定避難所は国府小学校1か所を設けており、現在のところ増やす

予定はない。

指定避難所の備蓄品は市が管理している。毎年度4～6月に、避難所初動対応

職員（市職員）、自主防災組織、施設管理者の3者が避難所で「事前打合せ」

を行い、備蓄品の確認を行っている。

大規模地震時大勢の人が避難所に避難してくるとトイレが不足するが、対策

をどのように考えているか。

上越市地域防災計画において、住宅の被災や電気、上下水道などライフライ

ンの長期停止によってトイレが使用できなくなることに備え、災害発生から

最低3日間分の携帯トイレを市民自らが備蓄いただくこととしている。市でも

携帯トイレ約10万個、組立式の簡易トイレ21台を備蓄しているほか、12時間

で160個の仮設トイレを確保する。また、トイレカー導入準備を進めてお

り、避難所における良好な生活環境の確保に努めている。

3　避難所について

3　避難所について

2　防災意識の啓発について



直江津区地域協議会の確認事項について

回答項目 市への確認事項

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

上越市地域防災計画で、高田平野西縁断層を震源とする震度7の地震が発生し

た場合、南高田から高田、春日山、直江津等、建物が多く分布する地域で液

状化による全壊の発生を想定している。

避難が長期化し、被災市町村の区域外への広域的な避難などが必要となった

場合は、他市町村や県と協議する。

令和6年度に仮設の避難階段を2基設置している。この仮説階段と市道石橋二

丁目居多ヶ浜線の間に常設の避難階段を令和8年度末までに設置する予定とし

ている。仮設の避難階段2基は、腐植と老朽度の状況を見ながら、恒久的な階

段を検討する。

上越市地域防災計画に、災害時に大量に発生する生活ごみや災害がれき類、

し尿等を適切かつ迅速に処理し、生活環境の保全及び市民生活の早期安定を

確保する必要があると記載し、災害ごみは市において処理する。

災害時の仮のごみ集積所を前もって町内主導で決定しておいてはどうか。 災害ごみ集積所は、災害の状況により決まっていくことになる。

市災害対策本部において、市民、警察、消防や避難所にいる初動対応職員等

からの連絡により把握する。

道路の損壊で救急車が来れない時の対策や人工透析の人が病院に行けない時

の対策をどのように考えているか。

救急隊員が徒歩で出向く、県のヘリコプターによる搬送などが考えられる。

また、平時から、患者が災害が発生して病院に行けない場合の対応を医師と

相談してほしい。

災害により水洗トイレが使用できない間も避難者のし尿処理を可能とするよ

うに、避難所をマンホールのあるところにするなど、直接排泄できるように

してはどうか。

5　その他

4　津波対策について

大規模地震や洪水時の被害の把握方法はどのようになっているか。

ごみ処理について、現在はすべての災害ごみがまとめて搬入され、処理が困

難であるため、分別して搬入させてはどうか。

震度7の直下型地震が来ると旧耐震基準の家は相当損壊すると思われるが、損

壊家屋数と被災者数、被災者の長期避難についてどのように考えているか。

直江津地区と五智地区のそれぞれの津波対策について聞きたい。 令和6年能登半島地震を踏まえ、町内会単位で作成している津波災害の「地域

別避難行動計画」の見直しを行い、令和6年度の市総合防災訓練で徒歩による

避難や要配慮者などに限定した自動車による避難を行った。

直江津海水浴場の避難階段を今後増設する予定はあるか。

上越市地域防災計画の中で、マンホールトイレ整備について検討を進めてい

く方針を掲げている。マンホールトイレは、災害時においても日常使用して

いる水洗トイレに近い環境を迅速に確保できるなど利点があり、一部の避難

所に設置することについて検討している。

3　避難所について



直江津区地域協議会の確認事項について

回答項目 市への確認事項

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

大災害後の仮設住宅地を事前に検討しているか。 災害で居住場所を失う方が出た場合に備え、あらかじめ応急仮設住宅の候補

地を複数想定している。

防災行政無線により発信した避難の呼びかけが、誰に向けて発信したものな

のか分かりにくかったため、誰に対して呼びかけているのかが分かるように

工夫・改善する。

5　その他

防災について、現状どのような対策、施策があるのか。

能登半島地震の経験から、避難する場所や経路、各戸への指示について改善

を検討した部分はあるか。

災害から身を守るため、災害リスクを「知る」、避難行動を「学ぶ」、日頃

から「備える」の3つの行動をお願いしたい。

大雨で関川が満水状態の時に大きな地震が来れば津波で関川が溢れますが、

避難などの対策をどのように考えているか。

もし洪水が起きたら、どのように避難すればよいか「洪水ハザードマップ」

で確認し、家族みんなで避難パターンをご検討いただきたい。大雨時に地震

が起きたら、家族・隣近所の身の安全を確認し、救助を必要とする人がいる

時には、協力して助け合うようお願いしたい。

市の防災行政に地域協議会が協力できることはあるか。 本日ご説明した内容を、様々な機会を通じ、老若男女に幅広くお伝えいただ

きたい。


